
 第８回自殺総合対策の推進に関する有識者会議 
 

議 事 次 第 
 

 

令和４年２月 24 日（木）  

1 4 : 0 0 ～ 1 6 : 0 0  

オ ン ラ イ ン 開 催 

 

 

（議題） 

・報告書骨子案 

・その他 

 

（配付資料） 

 

 ・資料１ これまでに頂いたご意見に係る関連施策について  

     ・資料１－１ 児童・生徒への取組 

     ・資料１－２ 精神科医療の取組 

     ・資料１－３ 妊産婦への取組 

 

 ・資料２ 報告書骨子案 

 

 ・資料３ 構成員からの提出資料 

     ・田中構成員提出資料（資料３－１） 

・中山構成員提出資料（資料３－２） 

     ・根岸構成員提出資料（資料３－３） 

     ・松本構成員提出資料（資料３－４） 

 

 ・参考資料１ これまでのご意見のとりまとめ 

 

・参考資料２ 見直しに向けた検討の視点 

 



令
和
４
年
２
月
２
４
日
（
木
）

文
部
科
学
省

児
童
生
徒
の
自
殺
対
策
に
つ
い
て資
料
１
－
１

2



（
出
典
）
「
自
殺
の
統
計
：地
域
に
お
け
る
自
殺
の
基
礎
資
料
」
（
暫
定
値
）
及
び
「
自
殺
の
統
計
：
各
年
の
状
況
」
（
確
定
値
）
を
基
に
作
成
。

児
童
生
徒
の
月
別
自
殺
者
数
［
推
移
］
①

1

010203040506070

1月
2月

3月
4月

5月
6月

7月
8月

9月
10
月

11
月

12
月

（
人
）

平
成
２
９
年

平
成
３
０
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

（
人
）

年
1月

2月
3月

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月
11
月
12
月

計
平
成
29
年

34
28

27
26

24
25

25
30

31
27

18
20

31
5

平
成
30
年

31
27

35
24

33
40

31
38

34
29

19
28

36
9

令
和
元
年

39
39

38
31

38
26

25
34

48
28

26
27

39
9

令
和
２
年

36
33

35
25

29
45

38
65

55
41

58
39

49
9

令
和
３
年

45
37

41
37

50
41

43
37

37
29

47
29

47
3

3



児
童
生
徒
の
月
別
自
殺
者
数
［
推
移
］
②

学
校
種
及
び
男
女
別
自
殺
者
数

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

計

令 和 元 年

小 学 生

総
数

0
0

4
1

0
0

1
0

2
0

0
0

8

男
子

0
0

2
0

0
0

1
0

0
0

0
0

3

女
子

0
0

2
1

0
0

0
0

2
0

0
0

5

中 学 生

総
数

1
3

8
1
0

9
7

5
7

1
2

1
5

5
1
0

1
1

1
1
2

男
子

5
4

7
8

3
3

3
8

8
3

5
8

6
5

女
子

8
4

3
1

4
2

4
4

7
2

5
3

4
7

高 校 生

総
数

2
6

3
1

2
4

2
1

3
1

2
1

1
7

2
2

3
1

2
3

1
6

1
6

2
7
9

男
子

1
8

2
0

1
5

1
6

2
0

1
6

9
1
8

2
4

1
7

1
2

1
4

1
9
9

女
子

8
1
1

9
5

1
1

5
8

4
7

6
4

2
8
0

令 和 ２ 年

小 学 生

総
数

1
1

1
1

0
1

0
1

2
1

4
1

1
4

男
子

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

2
0

4

女
子

1
1

0
1

0
1

0
1

2
0

2
1

1
0

中 学 生

総
数

1
3

1
4

1
0

7
6

1
7

9
1
8

1
6

1
0

1
0

1
6

1
4
6

男
子

6
4

4
5

4
1
3

6
9

1
0

5
5

6
7
7

女
子

7
1
0

6
2

2
4

3
9

6
5

5
1
0

6
9

高 校 生

総
数

2
2

1
8

2
4

1
7

2
3

2
7

2
9

4
6

3
7

3
0

4
4

2
2

3
3
9

男
子

1
4

8
1
7

1
1

1
6

1
5

1
6

2
3

2
1

2
0

2
6

1
2

1
9
9

女
子

8
1
0

7
6

7
1
2

1
3

2
3

1
6

1
0

1
8

1
0

1
4
0

令 和 ３ 年

小 学 生

総
数

2
0

3
1

0
0

2
1

1
0

0
1

1
1

男
子

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

4

女
子

1
0

2
0

0
0

2
1

1
0

0
0

7

中 学 生

総
数

1
0

1
4

1
5

9
1
0

1
2

1
2

1
7

1
3

1
3

1
7

7
1
4
9

男
子

6
6

9
7

3
2

7
8

8
6

9
4

7
5

女
子

4
8

6
2

7
1
0

5
9

5
7

8
3

7
4

高 校 生

総
数

3
3

2
3

2
3

2
7

4
0

2
9

2
9

1
9

2
3

1
6

3
0

2
1

3
1
3

男
子

2
4

9
1
2

1
3

2
4

1
1

1
3

1
1

1
6

1
0

1
7

1
0

1
7
0

女
子

9
1
4

1
1

1
4

1
6

1
8

1
6

8
7

6
1
3

1
1

1
4
3

（
出
典
）
「
自
殺
の
統
計
：地
域
に
お
け
る
自
殺
の
基
礎
資
料
」
（暫
定
値
）
及
び
「自
殺
の
統
計
：
各
年
の
状
況
」
（
確
定
値
）
を
基
に
作
成

2

（
人
）
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令
和
元
年

の
順
位

小
項
目

令
和
元
年

の
人
数

令
和
２
年
の

人
数
（
順
位
）

大
項
目

１
学
業
不
振

4
3

5
2
（
２
）

学
校
問
題

２
そ
の
他
進
路
に
関
す
る
悩
み

4
1

5
5
（
１
）

学
校
問
題

３
親
子
関
係
の
不
和

3
0

4
2
（
３
）

家
庭
問
題

４
家
族
か
ら
の
し
つ
け
・
叱
責

2
6

2
6
（
６
）

家
庭
問
題

５
病
気
の
悩
み
・
影
響
（
そ
の
他
の
精
神
疾
患
）

2
6

4
0
（
４
）

健
康
問
題

６
そ
の
他
学
友
と
の
不
和

2
4

2
6
（
７
）

学
校
問
題

７
入
試
に
関
す
る
悩
み

2
1

1
8
（
８
）

学
校
問
題

８
病
気
の
悩
み
・
影
響
（
う
つ
病
）

2
0

3
3
（
５
）

健
康
問
題

９
失
恋

1
6

1
6
（
９
）

男
女
問
題

1
0

そ
の
他
交
際
を
め
ぐ
る
悩
み

1
3

５
（
1
7
）

男
女
問
題

※
児
童
生
徒
の
自
殺
の
原
因
・
動
機
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
に
お
け
る
1
0
位
の
項
目
は
「
そ
の
他
家
族
関
係
の
不
和
」
（家
庭
問
題
）
16
人
。

（
令
和
元
年
の
場
合
、
「
そ
の
他
家
族
関
係
の
不
和
」
は
1
1
位
（
11
人
））

※
同
順
位
の
項
目
が
多
く
表
に
記
載
し
き
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
※
小
項
目
の
「
そ
の
他
」
は
除
く
。
※
複
数
計
上
あ
り
。

※
自
殺
の
多
く
は
多
様
か
つ
複
合
的
な
原
因
及
び
背
景
を
有
し
て
お
り
、
様
々
な
要
因
が
連
鎖
す
る
中
で
起
き
て
い
る
。

令
和
元
年
（
平
成
3
1年
）
及
び
令
和
２
年
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
の
原
因
・動
機
別
表
①
（
厚
生
労
働
省
・
警
察
庁
）

～
原
因
・
動
機
数
に
お
け
る
上
位
1
0
項
目
～

（
出
典
）
「
自
殺
の
統
計
：
各
年
の
状
況
」
を
基
に
作
成
。

（
人
）

3
（
参
考
）

令
和
２
年
度
「
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒
指
導
上
の
諸
課
題
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
令
和
２
年
度
の
自
殺

者
数
（
4
1
5
人
）
の
う
ち
、
い
じ
め
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
も
の
は
1
2
件
で
あ
る
。
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自
殺
予
防
教
育
に
つ
い
て

自
殺
予
防
教
育
は
、「
早
期
の
問
題
認
識
」と
「援
助
希
求
的
態
度
の
育
成
」に
焦
点
を
当
て
、①
心
の
危
機
の
サ
イ
ン
を
理
解
す
る
、②

心
の
危
機
に
陥
った
自
分
自
身
や
友
人
へ
の
関
わ
り方
を
学
ぶ
、③
地
域
の
援
助
機
関
を
知
る
こと
を
目
的
とし
て
い
る
。

特
に
SO
Sの
出
し方
に
関
す
る
教
育
の
実
施
等
に
つ
い
て
は
、自
殺
対
策
基
本
法
で
努
力
義
務
が
規
定
され
て
い
る
。

核
とな
る
授
業

（
自
殺
予
防
教
育
を
貫
く目
標
）

下
地
づ
くり
の

授
業

安
心
安
全
な

学
校
環
境

生
と死
の
教
育

心
身
の
健
康
教
育

温
か
い
人
間
関
係
を
は
ぐく
む
教
育
な
ど

健
康
観
察
教
育
相
談
体
制
生
活
ア
ン
ケ
ー
トな
ど

（ 心 の 健 康 、 危 機 理 解 ）

早 期 の 問 題 認 識

援 助 希 求 的 態 度 の 促 進

（ 相 談 す る 力 ）

S O S の 出 し 方 に 関 す る 教 育

自
殺
予
防
教
育
の
構
造

＜
自
殺
予
防
教
育
の
実
施
に
あ
た
って
の
留
意
点
＞

・教
職
員
間
、保
護
者
、地
域
、関
係
機
関
で
自
殺
予
防
教
育
の
共
通
理
解
を
得
る
。

・「
核
とな
る
授
業
」の
実
施
に
あ
た
り、
ハ
イリ
ス
クな
児
童
生
徒
を
無
理
に
授
業
に
参
加
させ
な
い
な
ど配
慮
す
る
。

・児
童
生
徒
が
「心
の
危
機
」を
訴
え
た
時
に
、学
級
担
任
、養
護
教
諭
、ス
クー
ル
カウ
ンセ
ラー
、ス
クー
ル
ソ
ー

シ
ャル
ワ
ー
カー
、管
理
職
、関
係
機
関
な
どが
、役
割
分
担
を
しな
が
ら受
け
止
め
る
体
制
を
整
え
て
お
く。

自
殺
予
防
教
育
の
展
開
（
例
）

自
殺
予
防
教
育
の
教
材
（
例
）

【文
部
科
学
省
作
成
資
料
】

子
供
に
伝
え
た
い
自
殺
予
防

－
学
校
に
お
け
る
自
殺
予
防
教
育
導
入
の
手
引
－

【東
京
都
教
育
委
員
会
作
成
資
料
】

「Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し方
に
関
す
る
教
育
」を
推
進
す
る
た

め
の
指
導
資
料 【北
海
道
教
育
委
員
会
作
成
資
料
】

児
童
生
徒
の
自
殺
を
予
防
す
る
た
め
の
プ
ログ
ラム

【１
時
間
目
：
①
心
の
危
機
の
サ
イ
ン
を
理
解
】

・自
殺
の
深
刻
な
実
態
を
知
り、
自
殺
予
防
の
正
しい
知
識
を
身
に
つ
け
る

・い
の
ち
の
危
機
（
うつ
状
態
・自
殺
）
の
サ
イン
を
知
る

・心
身
が
不
調
な
とき
の
対
応
を
考
え
る

【２
時
間
目
：
②
自
己
や
他
者
へ
の
関
わ
りを
知
る
、③
援
助
機
関
を
知
る
】

・援
助
希
求
の
重
要
性
に
つ
い
て
体
験
的
に
学
ぶ

・「
き
ょう
しつ
」と
い
うキ
ャッ
チ
フレ
ー
ズ
を
実
践
で
き
る
よう
に
す
る
（
※
１
）

・身
近
で
支
え
て
くれ
る
とこ
ろ
（
地
域
の
援
助
機
関
）
を
知
る
（
※
２
）

（
※
１
）
友
達
の
SO
Sに
き
づ
い
て
、よ
りそ
い
、う
け
とめ
て
、し
ん
らい
で
き
る
大
人
に
、つ
な
げ
る

（
SO
Sの
出
し方
だ
け
で
な
く、
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
も
学
ぶ
）

（
※
２
）
24
時
間
子
供
SO
Sダ
イ
ヤ
ル
や
教
育
委
員
会
の
SN
S相
談
窓
口
な
ども
周
知

4

6



１
８
歳
以
下
の
自
殺
は
、
長
期
休
業
明
け
の
時
期
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
特
に
令
和
２
年
中
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
4
9
9
人
で
、
前
年
と
比
較
し

て
大
き
く
増
加
、
そ
の
う
ち
、
女
子
中
高
生
の
自
殺
者
数
は
2
0
9
人
で
、
前
年
と
比
較
し
て
約
1
.7
倍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
に
掲
げ
る
取
組
を
、
学
校
が
保
護
者
、

地
域
住
民
、
関
係
機
関
等
と
連
携
の
上
、
長
期
休
業
の
開
始
前
か
ら
長
期
休
業
明
け
の
時
期
に
か
け
て
実
施
す
る
こ
と
を
周
知
。

○
各
学
校
に
お
い
て
、
長
期
休
業
の
開
始
前
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
教
育
相
談
等
を
実
施
し
、
悩
み
や
困
難
を
抱
え
る
児
童
生
徒
の
早
期
発
見
に
努
め
る
こ
と
。
学
校

が
把
握
し
た
悩
み
や
困
難
を
抱
え
る
児
童
生
徒
や
い
じ
め
を
受
け
た
又
は
不
登
校
と
な
っ
て
い
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
長
期
休
業
期
間
中
に
お
い
て
も
、
全
校

（
学
年
）
登
校
日
、
部
活
動
等
の
機
会
を
捉
え
、
又
は
保
護
者
へ
の
連
絡
、
家
庭
訪
問
等
に
よ
り
、
継
続
的
に
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
。

○
児
童
生
徒
に
自
殺
を
企
図
す
る
兆
候
が
み
ら
れ
た
場
合
に
は
、
保
護
者
、
医
療
機
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
組
織
的
に
対
応
す
る
こ
と
。

○
「
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
、
「
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
教
育
」
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
児
童
生
徒
自
身
が
心
の
危
機
に
気

づ
き
、
身
近
な
信
頼
で
き
る
大
人
に
相
談
で
き
る
力
を
培
う
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
が
安
心
し
て
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

○
「
２
４
時
間
子
供
S
O
S
ダ
イ
ヤ
ル
」
を
始
め
と
す
る
電
話
相
談
窓
口
や
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
窓
口
の
周
知
を
長
期
休
業
の
開
始
前
に
お
い
て
積
極
的
に
行
う
こ

と
。

○
G
IG
A
ス
ク
ー
ル
構
想
で
整
備
さ
れ
た
１
人
１
台
端
末
を
活
用
し
、
児
童
生
徒
の
心
身
の
状
況
の
把
握
や
教
育
相
談
に
役
立
て
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

○
保
護
者
に
対
し
て
、
長
期
休
業
期
間
中
の
家
庭
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
見
守
り
を
行
う
よ
う
促
す
こ
と
。
保
護
者
が
把
握
し
た
児
童
生
徒
の
悩
み
や
変
化
に
つ
い
て

は
、
積
極
的
に
学
校
に
相
談
す
る
よ
う
、
学
校
の
相
談
窓
口
や
、
「
２
４
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル
」
を
始
め
と
す
る
相
談
窓
口
を
周
知
し
て
お
く
こ
と
。

○
長
期
休
業
明
け
の
前
後
に
お
い
て
、
学
校
と
し
て
、
保
護
者
、
地
域
住
民
の
参
画
や
、
関
係
機
関
等
と
連
携
の
上
、
学
校
内
外
に
お
け
る
児
童
生
徒
へ
の
見
守
り
活

動
を
強
化
す
る
こ
と
。

○
教
育
委
員
会
等
が
実
施
す
る
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
、
長
期
休
業
明
け
の
前
後
に
お
い
て
、
平
常
時
よ
り
も
実
施
頻
度
を
上
げ
る
な
ど
し
て
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル

を
集
中
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
令
和
３
年
1
2
月
１
日
付
け
３
初
児
生
第
３
２
号
）

１
８
歳
以
下
の
自
殺
は
、長
期
休
業
明
け
の
時
期
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
こと
か
ら、
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
取
組
の
強
化
を
促
す
通
知
を
発
出
。

特
に
、令
和
２
年
中
の
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
49
9人
で
、前
年
と比
較
して
大
き
く増
加
、そ
の
うち
、女
子
中
高
生
は
20
9人
で
、前
年
比
約
1.
7倍
と

な
って
い
る
こと
を
明
記
し、
各
教
育
委
員
会
等
に
対
し注
意
を
喚
起
。

通
知
の
概
要

（
１
）
学
校
に
お
け
る
早
期
発
見
に
向
け
た
取
組

（
２
）
保
護
者
に
対
す
る
家
庭
に
お
け
る
見
守
り
の
促
進

（
３
）
学
校
内
外
に
お
け
る
集
中
的
な
見
守
り
活
動

（
４
）
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化

5
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児
童
生
徒
向
け
自
殺
予
防
啓
発
動
画
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）

（
令
和
３
年
３
月
２
３
日
）

令
和
２
年
の
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
49
9人
と、
前
年
と比
較
して
大
きく
増
加
して
お
り、
特
に
、女
子
中
高
生
の
自
殺
者
数
が
増
加
して
い
る
。

今
般
の
コロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
の
増
加
を
踏
ま
え
、児
童
生
徒
向
け
の
自
殺
予
防
啓
発
動
画
を
制
作
、Y
ou
Tu
be
広
告
とし
て
発
信

す
る
とと
も
に
、各
教
育
委
員
会
等
に
周
知
す
る
た
め
事
務
連
絡
を発
出
。

動
画
の
概
要

○
様
々
な
悩
み
を抱
え
る
児
童
生
徒
、特
に
女
子
中
高
生
が
共
感
で
き
、周
囲
や
相
談
窓
口
へ
の
相
談
を後
押
しす
る
こと
が
で
きる
よう
な
アニ
メー
シ
ョン
動
画

○
制
作
に
あ
た
って
は
、1
0代
・2
0代
の
女
性
を支
援
す
る
NP
O
法
人
「B
O
ND
プロ
ジ
ェク
ト」
の
協
力
を得
る
とと
も
に
、厚
生
労
働
省
とも
連
携

○
動
画
は
Yo
uT
ub
e
の
文
部
科
学
省
公
式
チ
ャン
ネ
ル
（
※
）
に
掲
載
す
る
とと
も
に
、Y
ou
Tu
be
広
告
とし
て
も
発
信

※
相
談
窓
口
Ｐ
Ｒ
動
画
「君
は
君
の
ま
ま
で
い
い
」（
文
部
科
学
省
・厚
生
労
働
省
）
：
ht
tp
s:
//
yo
ut
u.
be
/C
iZ
Tk
8v
B2
6I

①
②

③

④
⑤

⑥

6
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自
殺
予
防
に
係
る
文
部
科
学
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
や
S
N
S
に
よ
る
相
談
窓
口
の
周
知

令
和
２
年
の
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
49
9人
と、
前
年
と比
較
して
大
き
く増
加
。ま
た
、こ
れ
ま
で
の
自
殺
者
数
の
推
移
に
よ
る
と、
学

校
の
長
期
休
業
明
け
に
自
殺
者
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

児
童
生
徒
や
学
生
等
に
向
け
た
自
殺
予
防
に
係
る
文
部
科
学
大
臣
の
メッ
セ
ー
ジ
を
文
部
科
学
省
HP
・S
NS
に
掲
載
す
る
とと
も
に
、相
談

窓
口
を
周
知
（
令
和
３
年
12
月
）
。

②
③

④
⑤

⑥

＜
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
＞

ht
tp

s:/
/w

w
w

.m
ex

t.g
o.

jp
/a

_m
en

u/
sh

ot
ou

/s
ei

to
sh

id
ou

/m
ex

t_
00

00
1.

ht
m

l

文
科
省
HP
：
文
部
科
学
大
臣
メッ
セ
ー
ジ
掲
載
UR
L・
Q
Rコ
ー
ド

＜
S
N
S
に
よ
る
相
談
窓
口
の
発
信
＞

〈
T
w
it
te
r〉

〈
F
a
ce
b
o
o
k
〉

〈
Y
o
u
Tu
b
e
〉

〈
T
ik
To
k
〉

※
Ti
kT
ok
動
画
に
つ
い
て
は
、文
部
科
学
省
が

監
修
の
も
と、
動
画
制
作
し、
Ti
kT
ok
安
全
推
進

チ
ー
ム
ア
カウ
ント
よ
り発
信
。
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新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
応
した
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
等
に
お
け
る

教
育
活
動
の
再
開
後
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
生
徒
指
導
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）

２
初
児
生
第
７
号

令
和
２
年
５
月
２
７
日

【児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
つ
い
て
】

１
８
歳
以
下
の
自
殺
は
，
学
校
の
長
期
休
業
明
け
に
か
け
て
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
。特
に
，
新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う長
期
に
わ
た
る
学
校
の
休

業
に
お
い
て
は
，
通
常
の
長
期
休
業
とは
異
な
り，
教
育
活
動
の
再
開
の
時
期
が
不
確
定
で
あ
る
こと
な
どか
ら，
児
童
生
徒
の
心
が
不
安
定
に
な
る
こと
が
見
込
ま

れ
る
。そ
の
た
め
，
学
校
とし
て
，
保
護
者
，
地
域
住
民
，
関
係
機
関
等
と連
携
の
上
，
教
育
活
動
再
開
後
の
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
向
け
た
取
組
を積
極

的
に
実
施
す
る
こと
。

（
１
）
学
校
に
お
け
る
早
期
発
見
に
向
け
た
取
組

自
宅
で
過
ご
す
児
童
生
徒
及
び
その
保
護
者
との
連
絡
を密
に
し，
当
該
児
童
生
徒
の
心
身
の
状
況
の
変
化
や
違
和
感
の
有
無
に
注
意
し，
児
童
生
徒
に

自
殺
を企
図
す
る
兆
候
（
※
）
が
み
られ
た
場
合
に
は
，
特
定
の
教
職
員
で
抱
え
込
まず
，
直
ち
に
校
長
等
の
管
理
職
に
相
談
・報
告
し，
管
理
職
の
リー
ダー

シ
ップ
の
も
と，
関
係
教
職
員
が
チ
ー
ム
とし
て
対
応
す
る
とと
も
に
，
教
育
相
談
員
に
よる
観
察
や
，
保
護
者
，
医
療
機
関
等
との
連
携
を図
りな
が
ら組
織
的
に

対
応
す
る
こと
。ま
た
，
各
学
校
に
お
い
て
，
感
染
症
対
策
の
徹
底
に
留
意
しつ
つ
，
アン
ケ
ー
ト調
査
，
担
任
や
ス
クー
ル
カウ
ンセ
ラー
に
よる
個
人
面
談
等
の

教
育
相
談
等
を実
施
し，
悩
み
を抱
え
る
児
童
生
徒
の
早
期
発
見
・早
期
対
応
を組
織
的
に
行
うこ
と。

※
教
師
が
知
って
お
きた
い
子
ども
の
自
殺
予
防
：

ht
tp
s:
//
w
w
w
.m
ex
t.g
o.
jp
/b
_m
en
u/
sh
in
gi
/c
ho
us
a/
sh
ot
ou
/0
46
/g
ai
yo
u/
12
59
18
6.
ht
m

（
２
）
保
護
者
に
対
す
る
家
庭
に
お
け
る
見
守
りの
促
進

保
護
者
に
対
して
，
家
庭
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
見
守
りを
行
うよ
う促
す
こと
。ま
た
，
保
護
者
が
把
握
した
児
童
生
徒
の
悩
み
や
変
化
，
違
和
感
に
つ
い
て

は
，
積
極
的
に
学
校
に
相
談
す
る
よう
，
学
校
の
相
談
窓
口
の
周
知
す
る
こと
。そ
の
際
，
「２
４
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダイ
ヤ
ル
」や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
窓
口
をは
じめ

とす
る
各
種
相
談
窓
口
も
周
知
す
る
こと
。

（
３
）
ネ
ット
パ
トロ
ー
ル
の
強
化

児
童
生
徒
に
よる
イン
ター
ネ
ット
上
の
自
殺
をほ
の
め
か
す
等
の
書
き込
み
を発
見
す
る
こと
は
，
自
殺
を企
図
して
い
る
児
童
生
徒
を発
見
す
る
端
緒
の
一
つ

で
あ
る
。こ
の
た
め
，
教
育
委
員
会
等
が
実
施
す
る
ネ
ット
パ
トロ
ー
ル
に
つ
い
て
，
教
育
活
動
の
再
開
の
前
後
に
お
い
て
，
平
常
時
より
も
実
施
頻
度
を上
げ
る
8

な
どし
て
集
中
的
に
実
施
す
る
こと
。自
殺
をほ
の
め
か
す
等
の
書
き込
み
を発
見
した
場
合
は
，
即
時
に
警
察
へ
連
絡
・相
談
す
る
な
どし
て
書
き込
み
を行
った
児

童
生
徒
を特
定
し，
当
該
児
童
生
徒
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
を確
保
す
る
こと
。

新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う長
期
に
わ
た
る
学
校
の
休
業
で
は
，
通
常
の
長
期
休
業
とは
異
な
り，
教
育
活
動
の
再
開
の
時
期
が
不
確
定
で
あ
る
こと
な
ど

か
ら，
児
童
生
徒
の
心
が
不
安
定
に
な
る
こと
が
見
込
まれ
る
。

教
育
活
動
の
再
開
等
に
あ
た
り，
感
染
防
止
対
策
を徹
底
した
上
で
，
児
童
生
徒
に
対
す
る
生
徒
指
導
に
つ
い
て
留
意
い
た
だ
きた
い
事
項
に
つ
い
て
まと
め
、各

都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
周
知
。

8
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○
令
和
２
年
度
第
１
回
：
令
和
３
年
２
月
1
5
日
／
第
２
回
：
2
月
2
6
日
／
第
３
回
：
3
月
2
6
日

・
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
の
在
り
方
／
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
等
に
関
す
る
現
状
に
つ
い
て
（
第
１
回
）

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
等
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

（
第
２
回
：
東
京
都
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
・
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
／
N
P
O
法
人
B
O
N
D
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

（
第
３
回
：
千
葉
大
学
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
／
大
阪
市
教
育
委
員
会
）

○
令
和
３
年
度
第
１
回
：
令
和
３
年
５
月
７
日
／
第
２
回
：
６
月
2
5
日

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
等
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

（
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
附
属
三
校
教
育
相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
／
厚
生
労
働
省
自
殺
対
策
推
進
室
）

・
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
審
議
ま
と
め
（
第
１
回
：
項
目
案
、
第
２
回
：
審
議
ま
と
め
案
）
（
※
平
成
1
9
年
度
よ
り
毎
年
度
開
催
）

児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議

○
自
殺
対
策
基
本
法
や
自
殺
総
合
対
策
大
綱
に
基
づ
き
、
「
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
等
の
推
進
が
必
要
。

○
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
文
部
科
学
省
で
は
、
「
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
の
在
り
方
等
に
つ
い
て

調
査
研
究
を
行
う
た
め
、
毎
年
度
、
有
識
者
に
よ
る
協
力
者
会
議
を
開
催
。

○
令
和
２
年
度
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
の
増
加
を
踏
ま
え
、
相
談
窓
口
等
の
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
、
IC
T

を
活
用
し
た
自
殺
対
策
も
含
め
、
自
殺
等
に
関
す
る
背
景
や
対
応
等
に
つ
い
て
集
中
的
に
議
論
を
行
い
、
令
和
３
年
６
月
に
審
議
取
り
ま
と
め
。

○
新
井
肇

関
西
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
教
授

○
内
野
多
美
子
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
部
総
合
教
育
相
談
室
室
長

○
荊
尾
玲
子

島
根
県
安
来
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
相
談
員

○
川
井
猛

一
般
社
団
法
人
共
同
通
信
社
編
集
局
生
活
報
道
部
次
長

●
窪
田
由
紀

九
州
産
業
大
学
人
間
科
学
部
臨
床
心
理
学
科
教
授

○
阪
中
順
子

奈
良
女
子
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師
、
社
会
福
祉
法
人
飛
鳥
学
院

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

○
中
馬
好
行

山
口
県
周
南
市
教
育
委
員
会
教
育
長

○
坪
井
節
子

弁
護
士

○
松
本
俊
彦

国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研
究
所
薬
物
依
存
研
究
部
部
長
（
●
：
主
査
）

2
委
員
（
令
和
３
年
度
）

○
コロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
の
増
加
を
踏
ま
え
、令
和
３
年
２
月
15
日
よ
り、
「児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」

を
開
催
。

○
児
童
生
徒
の
相
談
窓
口
等
の
関
係
者
へ
の
ヒア
リン
グ
や
、I
CT
を
活
用
した
効
果
的
な
自
殺
対
策
の
検
討
も
含
め
、児
童
生
徒
の
自
殺
等
に
関
す
る
背
景
や

適
切
な
対
応
等
に
つ
い
て
集
中
的
に
議
論
を
行
い
、令
和
３
年
６
月
に
審
議
取
りま
とめ
。

１
概
要

１
概
要

３
開
催
実
績

３
開
催
実
績
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児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
審
議
ま
と
め
【
概
要
】
（
令
和
３
年
６
月
）

○
コロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数
は
増
加
傾
向
（
R2
:4
99
人
）
に
あ
り、
特
に
女
子
高
校
生
の
自
殺
者
数
は
増
加
（
R2
:1
40
人
）
が
著
しい
。

原
因
・動
機
とし
て
は
、「
進
路
に
関
す
る
悩
み
（
入
試
に
関
す
る
も
の
を
除
く）
」、
「学
業
不
振
」、
「親
子
関
係
の
不
和
」が
例
年
上
位
。

○
今
後
の
課
題
とし
て
、S
O
Sの
出
し方
に
関
す
る
教
育
を含
む
自
殺
予
防
教
育
に
よる
援
助
希
求
的
態
度
の
育
成
、相
談
体
制
等
の
整
備
に
加
え
、

ハ
イリ
ス
クな
児
童
生
徒
の
早
期
発
見
・対
応
に
資
す
る
IC
Tの
活
用
も
重
要
。ま
た
、学
校
現
場
に
限
らな
い
背
景
に
よる
自
殺
に
対
応
す
る
た
め
、

関
係
機
関
との
連
携
体
制
の
点
検
・見
直
しが
重
要
。

第
Ⅰ
部
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
自
殺
の
現
状
（
自
殺
者
数
の
推
移
・
背
景
）
と
課
題
の
整
理
。

自
殺
等
に
関
す
る
課
題
と
対
策

・
〃

自
殺
予
防
等
の
た
め
に
早
急
に
講
じ
る
べ
き
具
体
的
施
策
。

第
Ⅱ
部
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る

・
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
経
緯
。

教
育
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
の
在
り
方

・
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
の
在
り
方
の
整
理
。

●
児
童
生
徒
の
自
殺
者
数

・
令
和
２
年
4
9
9
人
に
増
加
。
前
年
(
R
1
:3
9
9人
)に
比
べ
1
0
0
人
増
加
。

・
特
に
女
子
高
校
生
の
増
加
が
著
し
い
。
8
0
人
(
R
1
）
→
1
4
0
人
(
R
2）
。

●
自
殺
の
原
因
・
動
機
、
背
景
等

・
進
路
に
関
す
る
悩
み
(
入
試
に
関
す
る
悩
み
を
除
く
)、
学
業
不
振
、

親
子
関
係
の
不
和
が
上
位
３
項
目
。

・
家
庭
環
境
：
家
族
内
葛
藤
等
の
家
庭
環
境
の
不
和
。

学
校
環
境
：
息
抜
き
の
場
所
、
達
成
感
等
が
得
ら
れ
る

自
分
を
支
え
る
場
所
な
ど
の
日
常
が
変
化
。

・
女
子
の
自
殺
の
要
因
は
「
病
気
の
悩
み
・
影
響
」
が
上
位
。

※
数
値
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
「
自
殺
の
統
計
」
を
参
照
。

現
状

必
要
な
施
策

●
心
の
健
康
の
保
持
増
進
に
係
る
教
育
及
び
啓
発
の
推
進

・
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
を
含
む
自
殺
予
防
教
育
の
充
実
。

・
心
の
健
康
の
保
持
に
必
要
な
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
。

●
課
題
の
早
期
発
見
・
対
応
等
へ
向
け
た
IC
T
活
用

・
IC
T
を
児
童
生
徒
の
状
況
を
多
面
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

悩
み
や
不
安
を
抱
え
る
児
童
生
徒
の
早
期
発
見
・
対
応
に
寄
与
。

●
関
係
機
関
等
の
連
携
体
制
の
構
築

・
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
の
役
割
や
限
界
性
を
理
解
、

・
連
携
で
き
る
体
制
の
在
り
方
を
絶
え
ず
点
検
・
補
強
な
ど
に
留
意
。

・
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
を
含
め
た
自
殺
予
防
教
育
実
施
上
の
留
意
点
を
整
理
。

ー
学
校
や
保
護
者
、
地
域
の
関
係
機
関
等
の
「
関
係
者
間
の
合
意
形
成
」
、
教
育
目
標
に
即
し
た
「
適
切
な
教
育
内
容
」
、

「
ハ
イ
リ
ス
ク
な
子
供
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
に
留
意
が
必
要
。

ー
下
地
づ
く
り
の
教
育
や
児
童
生
徒
と
教
職
員
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
や
相
談
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
・
居
場
所
づ
く
り
が
重
要
。

10

12



児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
向
け
た
困
難
な
事
態
、
強
い
心
理
的
負
担
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る

対
処
の
仕
方
を
身
に
付
け
る
等
の
た
め
の
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
平
成
３
０
年
１
月
２
３
日
付
け
２
９
初
児
生
第
３
８
号
、
社
援
総
発
０
１
２
３
第
１
号
）

✓
近
年
、
自
殺
者
全
体
の
総
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
自
殺
し
た
児
童
生
徒
数
は
高
止
ま
り
の
状
況

✓
S
N
S
を
利
用
し
、
自
殺
願
望
を
投
稿
す
る
な
ど
し
た
高
校
生
等
を
誘
い
出
し
、
殺
害
し
た
事
件
の
発
生
（座
間
市
に
お
け
る
事
件
）

✓
「死
ぬ
こ
と
」や
「自
殺
」を
明
示
的
に
取
り
上
げ
る
自
殺
予
防
教
育
に
関
し
、
十
分
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況

⇒
新
た
な
自
殺
総
合
対
策
大
綱
に
定
め
ら
れ
た
「
S
O
S
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育
」
（
※
）
の
推
進
が
重
要
。

平
成
３
０
年
１
月
２
３
日
、
同
教
育
の
推
進
を
求
め
る
通
知
を
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
の
連
名
で
発
出
。

以
下
に
掲
げ
る
留
意
事
項
及
び
各
学
校
や
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
教
科
等
の
授
業
等
の
一
環
と
し
て
、
S
O
S
の
出
し

方
に
関
す
る
教
育
を
少
な
く
と
も
年
１
回
実
施
す
る
な
ど
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

１
．
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
保
健
師
、
社
会
福
祉
士
、
民
生
委
員
等
を
活
用
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
こ
と
。

【
保
健
師
等
を
活
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
】

①
児
童
生
徒
に
対
し
て
自
ら
が
必
要
に
応
じ
て
相
談
相
手
に
な
り
得
る
こ
と
を
直
接
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
「
い
ざ
と
な
れ
ば
私
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
来
て
」
と
言
え
る
）

②
保
護
者
も
含
め
た
世
帯
単
位
で
の
支
援
が
可
能
に
な
る

③
学
校
と
地
域
の
専
門
家
と
の
間
で
の
協
力
・
連
携
関
係
の
構
築
に
つ
な
が
る

２
．
実
施
の
際
に
は
、
「2
4時
間
子
供
S
O
S
ダ
イ
ヤ
ル
」や
「チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
」な
ど
の
相
談
窓
口
の
周
知
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

３
．
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
て
教
材
や

授
業
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

４
．
S
O
S
の
出
し
方
の
み
な
ら
ず
、
心
の
危
機
に
陥
っ
た
友
人
の
感
情
を
受
け
止
め
て
、
考
え
や
行
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

な
ど
の
傾
聴
の
仕
方
（
S
O
S
の
受
け
止
め
方
）
に
つ
い
て
も
教
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

５
．
同
教
育
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
地
域
自
殺
対
策
強
化
事
業
実
施
要
綱
」
の
「普
及
啓
発
事
業
」や
「
若
年
層
対
策
事
業
」に

該
当
す
る
と
と
も
に
、
「
地
域
特
性
重
点
特
化
事
業
」
（
補
助
率
1
0
/1
0
）
に
も
該
当
し
得
る
た
め
、
積
極
的
に
本
事
業
を
活
用
す
る
よ
う

周
知
さ
れ
た
い
こ
と
。

１
背
景

２
通
知
の
概
要

（
※
）
自
殺
対
策
基
本
法
第
１
７
条
第
３
項
に
定
め
る
「
困
難
な
事
態
、
強
い
心
理
的
負
担
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る

対
処
の
仕
方
を
身
に
付
け
る
等
の
た
め
の
教
育
」を
言
う
。
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「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
活
用
ガ
イ
ド
」

児
童
虐
待
、
い
じ
め
、
貧
困
の
問
題
な
ど
表
面
化
し
に
く
い
問
題
の
早
期
発
見
、
早
期
対
応
の

た
め
、
習
慣
的
に
行
う
こ
と
で
、
教
員
に
と
っ
て
は
児
童
生
徒
理
解
が
深
ま
り
、
抱
え
込
み
の
解

消
、
チ
ー
ム
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
の
活
用
ガ
イ
ド
。

※
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
活
用
ガ
イ
ド
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
文
部
科
学
省
）
：

ht
tp

s:
//w

w
w.

m
ex

t.g
o.

jp
/a

_m
en

u/
sh

ot
ou

/s
ei

to
sh

id
ou

/1
30

29
10

.h
tm

「
R

AM
PS
」

自
殺
リ
ス
ク
や
精
神
不
調
の
見
過
ご
し
を
防
ぎ
、
保
護
者
や
医
療
機
関
へ
の
説
明
な
ど
、
そ
の
後

の
必
要
な
支
援
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
開
発
さ
れ
た
心
身
状
態
評
価
と
支
援
促
進
シ
ス
テ
ム
。

※
「
R

AM
PS
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
ht

tp
s:

//r
am

ps
.c

o.
jp

/

児
童
生
徒
が
抱
え
る
悩
み
や
困
難
の
早
期
発
見
等
の
た
め
の
ツ
ー
ル
の
例
に
つ
い
て

「
子
ど
も
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」

メ
ン
タ
ル
不
調
の
未
然
防
止
の
一
次
予
防
の
強
化
を
目
的
と
し
、
子
ど
も
の
ス
ト
レ
ス
（
心
理
的

負
担
）
の
程
度
を
把
握
す
る
制
度
。
各
学
校
の
集
団
ご
と
に
集
計
、
分
析
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行

い
、
学
校
の
環
境
を
改
善
す
る
。
本
人
お
よ
び
保
護
者
の
申
し
出
に
よ
り
医
師
（
養
護
教
諭
、
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）
に
よ
る
面
接
指
導
に
つ
な
げ
る
。

※
「
子
ど
も
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

ht
tp

s:
//w

w
w.

m
.c

hi
ba

-u
.a

c.
jp

/c
la

ss
/rc

cm
d/

St
re

ss
C

he
ck

/

児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
等
の
た
め
に
は
、学
校
現
場
に
お
い
て
自
殺
等
に
繋
が
り得
る
様
々
な
困
難
（
い
じめ
や
不
登
校
等
生
徒
指
導
上
の
諸
課

題
との
関
連
も
指
摘
され
る
背
景
や
要
因
とい
った
困
難
）
を総
合
的
か
つ
的
確
に
察
知
す
る
こと
が
重
要
で
あ
る
。

学
校
生
活
の
中
で
児
童
生
徒
の
お
か
れ
た
状
況
を丁
寧
に
把
握
し、
適
切
な
支
援
に
つ
な
ぐ手
法
の
例
とし
て
、以
下
の
よう
な
ツー
ル
が
あ
る
た
め
、学

校
現
場
の
状
況
に
合
わ
せ
、児
童
生
徒
の
様
々
な
困
難
の
早
期
発
見
等
の
た
め
の
手
法
の
一
つ
とし
て
参
考
とさ
れ
た
い
。
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１
人
１
台
端
末
を
活
用
し
た
い
じ
め
・
自
殺
等
対
策
の
取
組
事
例
に
つ
い
て

◆
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
発
信
（
大
阪
府
吹
田
市
教
育
委
員
会
）

○
い
じ
め
防
止
相
談
ツ
ー
ル
「
マ
モ
レ
ポ
」
を
活
用
し
、
低
学
年
で
も

児
童
生
徒
が
学
校
や
市
教
育
委
員
会
に
対
し
て
、
１
人
１
台
端
末

か
ら

SO
S（
い
じ
め
等
で
困
っ
て
い
る
こ
と
）
を
発
信
。

○
学
校
や
市
教
育
委
員
会
は
、
相
談
内
容
に
応
じ
て
対
応
を
検
討
し
、

児
童
生
徒
と
の
や
り
と
り
や
見
守
り
等
を
実
施
。

（
参
考
）
相
談
用
ア
プ
リ
を
教
育
委
員
会
の
職
員
が
作
成
し
た
事
例
（
静
岡
県
掛
川
市
教
育
委
員
会
）

〇
小
・
中
学
校
に
通
う
児
童
生
徒
か
ら
、
い
じ
め
な
ど
の
悩
み
を
１
人
１
台
端
末
で
相
談
で
き
る
取
組
と
し
て
、

G
oo

gl
e

fo
rm
を
活
用
し
、
「
こ
こ
ろ
の
相
談
ノ
ー
ト
」
と
い
う
ア
プ
リ
を
教
育
委
員
会
の
職
員
が
作
成
し
、

学
校
へ
導
入
し
、
児
童
生
徒
の
相
談
に
対
応
し
て
い
る
。

※
導
入
費
用
は
無
料
。
学
校
か
ら
帰
宅
後
や
不
登
校
児
童
生
徒
か
ら
の
相
談
に
も
対
応
し
て
い
る
。

◆
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
相
談
（
熊
本
市
教
育
委
員
会
）

○
１
人
１
台
端
末
に
標
準
装
備
さ
れ
て
い
る
ア
プ
リ
（
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
）
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
を
利
用
し
て
、

児
童
生
徒
が
担
任
等
の
教
員
に
相
談
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
事
例
や
、

W
eb
会
議
シ
ス
テ
ム
（
Zo

om
）

を
活
用
し
、
１
人
１
台
端
末
を
通
じ
て
、
担
任
等
の
教
員
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

◆
ア
プ
リ
を
活
用
し
た
い
じ
め
の
相
談
・
報
告
（
千
葉
県
柏
市
教
育
委
員
会
）

○
ア
プ
リ
「
ST

O
Pｉ
ｔ」
を
活
用
し
、
自
分
が
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
、
も
し
く
は
友
達
が
い
じ
め
を
受

け
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
場
合
に
、
教
育
委
員
会
等
の
相
談
員
と
チ
ャ
ッ
ト
で
相
談
・
報
告
で
き
る
。

※
柏
市
教
育
委
員
会
の
相
談
体
制
は
、
指
導
主
事
、
学
校
心
理
士
の
計
６
名
で
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
１
つ
１
つ
の
相
談
に

対
し
て
複
数
で
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

〇
相
談
員
は
相
談
・
報
告
内
容
を
学
校
に
連
絡
し
、
学
校
の
教
師
や
ス
ク
ー
ル
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が

関
係
者
に
聞
き
取
り
を
行
い
、
当
該
生
徒
の
支
援
や
学
校
全
体
で
の
い
じ
め
対
策
を
行
う
。
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ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャル
ワ
ー
カ
ー

に
よ
る
教
育
相
談
体
制
の
充
実

令
和
4
年
度
予
算
額
(案
)

7
7
億
円

（
前
年
度
予
算
額

7
2
億
円
）

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
活
用
事
業

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業

義
務
教
育
段
階
の
不
登
校
児
童
生
徒
数
は
、平
成
24
年
度
か
ら８
年
連
続
で
全
体
の
人
数
・児
童
生
徒
千
人
当
た
りの
人
数
とも
に
増
加
して
お
り、

様
々
な
課
題
を抱
え
る
児
童
生
徒
へ
の
早
期
支
援
、不
登
校
状
態
に
あ
る
児
童
生
徒
へ
の
手
厚
い
支
援
に
向
け
た
相
談
体
制
の
充
実
が
必
要
。

ま
た
、社
会
問
題
化
して
い
る
昨
今
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
の
急
増
等
を
踏
ま
え
、学
校
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
未
然
防
止
・早
期
発
見
や
、

児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・的
確
な
対
応
に
向
け
た
相
談
体
制
の
充
実
も
喫
緊
の
課
題
。

さら
に
、令
和
３
年
６
月
に
成
立
した
「教
育
職
員
等
に
よる
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」や
、令
和
３
年
５
月
に
取
りま
とめ
た

「ヤ
ング
ケ
ア
ラー
の
支
援
に
向
け
た
福
祉
・介
護
・医
療
・教
育
の
連
携
プ
ロジ
ェク
トチ
ー
ム
」報
告
書
等
を踏
まえ
、児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
早
期
対
応
に

向
け
た
相
談
体
制
の
充
実
も
課
題
。

令
和
４
年
度
予
算
額
(案
)：
5,
58
1百
万
円
(前
年
度
予
算
額
：
5,
27
8百
万
円
）

令
和
４
年
度
予
算
額
(案
)：
2,
13
2百
万
円
(前
年
度
予
算
額
：
1,
93
8百
万
円
）

児
童
生
徒
の
心
理
に
関
して
専
門
的
な
知
識
・経
験
を
有
す
る
者

⇒
児
童
の
心
理
に
関
す
る
支
援
に
従
事
（
学
教
法
施
行
規
則
）

福
祉
に
関
して
専
門
的
な
知
識
・経
験
を有
す
る
者

⇒
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
支
援
に
従
事
（
学
教
法
施
行
規
則
）

補
助
割
合
：
国
１
/３
、都
道
府
県
・政
令
指
定
都
市
２
/３

実
施
主
体
：
都
道
府
県
・政
令
指
定
都
市

補
助
対
象
経
費
：
報
酬
・期
末
手
当
、交
通
費
等

補
助
割
合
：
国
１
/３
、都
道
府
県
・政
令
指
定
都
市
・中
核
市
２
/３

実
施
主
体
：
都
道
府
県
・政
令
指
定
都
市
・中
核
市

補
助
対
象
経
費
：
報
酬
・期
末
手
当
、交
通
費
等

全
公
立
小
中
学
校
に
対
す
る
配
置
（
27
,5
00
校
）

配
置
時
間
：
週
１
回
概
ね
４
時
間
程
度

基
盤
とな
る
配
置

全
中
学
校
区
に
対
す
る
配
置
（
10
,0
00
中
学
校
区
）

配
置
時
間
：
週
１
回
３
時
間

い
じめ
・不
登
校
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置
：
2,
00
0校

（
←
10
00
校
）

い
じめ

不
登
校

虐
待

貧
困

虐
待
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置

：
1,
50
0校

（
←
1,
20
0校
）

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

：
90
人

い
じめ
・不
登
校
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置
：
2,
00
0校

（
←
1,
00
0校
）

虐
待
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置

：
2,
00
0校

（
←
1,
50
0校
）

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

：
90
人

※
不
登
校
特
例
校
や
夜
間
中
学
へ
の
配
置
を
含
む

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

：
25
0箇
所

※
不
登
校
特
例
校
・夜
間
中
学
へ
の
配
置
を
含
む

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

：
25
0箇
所

貧
困
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置

：
1,
90
0校

（
←
1,
40
0校
）

貧
困
対
策
の
た
め
の
重
点
配
置

：
2,
90
0校

（
←
1,
40
0校
）

公
認
心
理
師
、臨
床
心
理
士
等

社
会
福
祉
士
、精
神
保
健
福
祉
士
等

補
助
制
度

求
め
られ
る
能
力
・資
格

基
礎
配
置
に
加
え
、配
置
時
間
を
週
１
回
３
時
間
加
算

⇒
重
点
配
置
の
活
用
に
よ
り、
週
２
回
や
週
３
回
の
配
置
も
可
能

児
童
生
徒
1
00
0人
当
た
り
の

不
登
校
児
童
生
徒
数
（
小
中
）

※
単
位
：
人

重 点 配 置 等

質
の
向
上

基
礎
配
置
に
加
え
、配
置
時
間
を
週
１
回
４
時
間
加
算

⇒
重
点
配
置
の
活
用
に
よ
り、
週
１
回
８
時
間
（
終
日
）
以
上
の
配
置
も
可
能

※
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
た
め
の
配
置
を
含
む

※
各
自
治
体
の
課
題
に
応
じた
効
果
的
・効
率
的
な
重
点
配
置
に
繋
が
る
取
組
を
推
進

10
.911

.7
12

.1
12

.6
13

.5
14

.7

16
.9

18
.8

20
.5

10121416182022

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R元
R2

上
記
の
ほ
か
、自
殺
予
防
教
育
実
施
の
支
援
を
含
む
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※
平
成

28
年

4月
の
通
話
料
無
料
化
及
び
番
号
変
更
に
伴
い
、
本
ポ
ス
タ
ー
を

全
国
の
学
校
等
に
配
布

2
4
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル
に
つ
い
て

子
供
た
ち
が
全
国
ど
こ
か
ら
で
も
夜
間
・
休
日
を
含
め

て
24
時
間
い
じ
め
等
の
悩
み
を
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
全
国
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
。

統
一
ダ
イ
ヤ
ル
に
電
話
を
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
電
話

を
か
け
た
所
在
地
の
教
育
委
員
会
の
相
談
機
関
に
接
続

さ
れ
る
。

（
な
や
み
い
お
う
）

０
１
２
０
－
０
－
７
８
３
１
０

平
成

19
年
２
月
～
全
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
教
育

委
員
会
で
実
施
開
始

平
成

28
年
４
月
～
通
話
料
無
料
化

電
話
番
号

概
要

経
緯

相
談
員
の
人
件
費
：
国
で
１
／
３
負
担

地
方
自
治
体
で
２
／
３
負
担

通
話

料
：
国
で
全
額
負
担

財
政
措
置
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
した
相
談
事
業

令
和
4
年
度
予
算
額
(案
)

5
6
億
円
の
内
数

（
前
年
度
予
算
額

5
3
億
円
の
内
数
）

【
イ
メ
ー
ジ
】
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト

も
送
信
可
能
で
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
上
の
ト
ラ
ブ
ル

等
を
正
確
か
つ
容

易
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

教
育
委
員
会
、

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

や
民
間
団
体
等

で
受
信

（
例
）
自
殺
を
ほ
の
め
か
す
等
、
命
に
関
わ
る
相
談
の
場
合
の
連
絡
の
流
れ

臨
床
心
理
士
や

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
上
の
子
供
の

気
持
ち
が
わ
か
る

若
者
等
が
対
応

教
育
委
員
会
等

（
福
祉
部
局
と
共
同
・
連
携
）

安
全
を
確
認

学
校

緊
急
の
場
合

警
察
、
児
童
相
談
所
等

と
連
携
し
対
応

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

＜
事
業
概
要
＞

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
体
制
の
整
備
に
対
す
る
支
援
（
補
助
事
業
）

（
事
業
内
容
）

S
N
S
等
を
活
用
し
た
双
方
向
の
文
字
情
報
等
に
よ
る
相
談
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
相
談
員
の
専
門
性

を
向
上
さ
せ
る
研
修
の
実
施
等
を
支
援
。
令
和
３
年
度
よ
り
、
支
援
の
対
象
を
全
て
の
都
道
府
県
・
指

定
都
市
に
拡
大
。

＜
背
景
＞

○
い
じ
め
を
含
め
、
様
々
な
悩
み
を
抱
え
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
体
制
の
拡
充
は
、
相
談
に
係
る

多
様
な
選
択
肢
を
用
意
し
、
問
題
の
深
刻
化
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
喫
緊
の
課
題
。

○
ま
た
、
座
間
市
に
お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
高
校
生
3
人
を
含
む
9
人
の
方
が
殺
害
さ
れ
た
残
忍
な

事
件
を
受
け
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
自
殺
願
望
を
発
信
す
る
若
者
が
適
切
な
相
談
相
手
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ

う
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
等
に
伴
い
、
最
近
の
若
年
層
の
用
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
お
い
て
は
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
参
考
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
系
メ
デ
ィ
ア
の
平
均
利
用
時
間
（
令
和
３
年
度
版
情
報
通
信
白
書
（
総
務
省
）
）

[平
日
1
日
]（
令
和
２
年
度
）

1
0
代
：
携
帯
通
話
6
.7
分
、
固
定
通
話
0
.0
分
、
ネ
ッ
ト
通
話
8
.8
分
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
7
2
.3
分
、
メ
ー
ル
利
用
1
8
.4
分

対
象

校
種

対
象

経
費

実
施
主
体

補
助
割
合

小
学
校
・中
学
校
・高
等
学
校
等

報
酬
、期
末
手
当
等

都
道
府
県
・指
定
都
市

国
：
１
／
３
都
道
府
県
・指
定
都
市
：
２
／
３
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2
0
2
1
年
4
月
1
日

厚
生
労
働
省
障
害
福
祉
部

精
神
・
障
害
保
健
課

第
8
回

自
殺
総
合
対
策
の
推
進
に
関
す
る
有
識
者
会
議

令
和
４
年
２
月
２
４
日

資
料
１
－
２

19



20
歳
未
満
の
精
神
疾
患
総
患
者
数
（
疾
病
別
内
訳
）
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20
歳
未
満
の
精
神
疾
患
在
院
患
者
数
（
入
院
形
態

/疾
病
別
内
訳
）
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思
春
期
精
神
保
健
研
修

児
童
・思
春
期
に
お
い
て
は
、2
0歳
未
満
の
精
神
疾
患
患
者
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し、
児

童
・思
春
期
に
関
す
る
精
神
疾
患
を
専
門
的
な
見
地
か
ら診
療
す
る
こと
が
で
き
て
い
る
医
療
従
事
者

が
不
足
して
い
る
状
況
に
あ
る
た
め
、児
童
・思
春
期
に
係
る
精
神
医
療
の
体
制
を
早
急
に
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
。

これ
らの
問
題
に
適
切
な
対
応
が
出
来
る
よ
う精
神
医
療
及
び
精
神
保
健
福
祉
業
務
に
従
事
して
い
る

者
に
対
し、
専
門
的
な
養
成
研
修
を
実
施
す
る
こと
が
必
要
とな
って
い
る
。

概
要

・児
童
・思
春
期
精
神
保
健
の
網
羅
的
な
系
統
講
義
、グ
ル
ー
プ
デ
ィス
カッ
シ
ョン
等
の
実
践
的
研
修

・「
ひ
き
こも
りの
評
価
・支
援
に
関
す
る
ガ
イド
ライ
ン」
に
つ
い
て
の
全
般
的
研
修

研
修
内
容

対
象

医
師
、看
護
師
、保
健
師
、精
神
保
健
福
祉
士
、公
認
心
理
師
、社
会
福
祉
士
、児
童
指
導
員
等

ここ
ろ
の
健
康
づ
くり
対
策
事
業

22



第
８
回
自
殺
総
合
対
策
の
推
進

に
関
す
る
有
識
者
会
議

令
和
４
年
２
月
２
４
日
（
木
）

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課

資
料
１
－
３
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保
健
所

児
童
相
談
所

医
療
機
関
（
産
科
医
、
小
児
科
医
等
）

妊
産
婦
等
を
支
え
る
地
域
の
包
括
支
援
体
制
の
構
築

障
害
児
支
援
機
関

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児

妊
婦
健
診

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

子
育
て
支
援
策

・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

・
里
親

・
乳
児
院

・
養
子
縁
組

・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

妊
娠
に
関
す
る

普
及
啓
発

不
妊
相
談

乳
幼
児
健
診

予
防
接
種

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

産
後
ケ
ア
事
業

近
隣
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
サ
ー
ビ
ス

養
育
支
援
訪
問
事
業

民
間
機
関
・
関
係
団
体

産
婦
健
診

サ ー ビ ス （ 現 業 部 門 ）

母
子
保
健

子
育
て
支
援

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築

○
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

○
保
健
師
等
を
配
置
し
て
、
妊
産
婦
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
健
診
等
の
「
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
と
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
の
「
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス

」
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
提
供
や
関
係
機
関
と
の
調
整
、
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定
な
ど
を
行
う
機
関

〇
母
子
保
健
法
を
改
正
し
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化
（
法
律
上
は
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
）
※
H
2
9
.4
.1
施
行

➢
実
施
市
町
村
数
：
１
，
６
０
３
市
区
町
村
、
２
,４
5１
か
所
（
R
３
.4
.1
現
在
）

産
後
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

①
妊
産
婦
等
の
支
援
に
必
要
な
実
情
の
把
握

②
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
提
供
・
助

言
・
保
健
指
導

③
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定

④
保
健
医
療
又
は
福
祉
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
な
い
支
援

そ
の
他
の

専
門
職

そ
の
他
の

専
門
職

看
護
師

助
産
師

保
健
師

マ ネ ジ メ ン ト （ 必 須 ）

困
難
事
例
へ
の
対
応
等
の
支
援
（
R
３
～
）

相 談 支 援 の 強 化 （ 必 須 ）

①
妊
産
婦
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
即
時
対
応
可
能
と
す
る
た
め
、
S
N
S
等
を

活
用
し
た
即
時
の
相
談
支
援
及
び
多
職
種
で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
支
援

②
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
や

精
神
科
医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化

③
嘱
託
医
師
と
の
連
携
に
よ
る
ケ
ー
ス
対
応
等
の
実
施

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

そ
の
他
の

専
門
職

そ
の
他
の

専
門
職

市
区
町
村
子
ど
も
家

庭
総
合
支
援
拠
点

要
保
護
児
童
対
策

地
域
協
議
会

子
育
て
支
援
機
関

1
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○
主

に
妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
の

実
情

を把
握

し、
妊

娠
・出

産
・子

育
て

に
関

す
る

各
種

の
相

談
に

応
じ、

必
要

に
応

じて
支

援
プラ

ンの
策

定
や

、地
域

の
保

健
医

療
又

は
福

祉
に

関
す

る
機

関
との

連
絡

調
整

を
行

い
、母

子
保

健
施

策
と子

育
て

支
援

施
策

との
一

体
的

な
提

供
を

通
じて

、妊
産

婦
及

び
乳

幼
児

の
健

康
の

保
持

及
び

増
進

に
関

す
る

包
括

的
な

支
援

を行
うこ

とに
より

、地
域

の
特

性
に

応
じた

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

を
提

供
す

る
体

制
を

構
築

す
る

こと
を目

的
とす

る
。

※
平

成
29

年
度

より
法

定
化

（
法

律
上

は
「母

子
健

康
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

」）

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
目

的

◆
実

施
主

体
市

町
村

◆
対

象
者

主
とし

て
、妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
並

び
に

その
保

護
者

◆
内

容
（

１
）

妊
産

婦
及

び
乳

幼
児

等
の

実
情

の
把

握
（

２
）

妊
娠

・出
産

・子
育

て
に

関
す

る
各

種
相

談
に

応
じ、

必
要

な
情

報
提

供
・助

言
・保

健
指

導
の

実
施

（
３

）
支

援
プラ

ンの
策

定
（

４
）

保
健

医
療

又
は

福
祉

の
関

係
機

関
との

連
絡

調
整

◆
職

員
配

置
（

１
）

保
健

師
、助

産
師

、看
護

師
及

び
ソー

シ
ャル

ワー
カー

を１
名

以
上

（
２

）
困

難
事

例
へ

対
応

す
る

た
め

、社
会

福
祉

士
、精

神
保

健
福

祉
士

等
の

専
門

職
を１

名
以

上
（

R７
ま

で
は

配
置

しな
い

こと
も

可
）

（
R3

～
）

（
３

）
利

用
者

支
援

専
門

員
を１

名
以

上
（

地
域

の
実

情
等

に
よ

り配
置

しな
い

こと
も

可
）

（
４

）
補

助
者

（
任

意
）

内
容

【平
成

27
年

度
創

設
】

◆
活

用
可

能
な

予
算

（
R4

年
度

予
算

案
）

子
ども

・子
育

て
支

援
交

付
金

（
内

閣
府

）
及

び
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

交
付

金
（

厚
生

労
働

省
）

1,
80

0億
円

の
内

数
（

R3
年

度
予

算
：

1,
69

1億
円

の
内

数
）

◆
補

助
率

国
2/

3、
都

道
府

県
1/

6、
市

町
村

1/
6

◆
補

助
単

価
案

（
利

用
者

支
援

事
業

母
子

保
健

型
の

場
合

）
１

か
所

あ
た

り年
額

4,
49

7千
円

～
14

,2
09

千
円

※
職

員
配

置
に

よ
り異

な
る

予
算

補
助

等
設

置
状

況

13
8

29
5

52
5 

76
1 

98
3 

1,
28

8 
1,

60
3 

71
4

1,
10

6 
1,

43
6 

1,
71

7 
2,

05
2 

2,
45

1 

0

10
00

20
00

30
00

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3

設
置

自
治

体
数

設
置

箇
所

数

※
 各

年
度

４
月

１
日

現
在

（
母

子
保

健
課

調
べ

）
※

 平
成

27
年

度
は

利
用

者
支

援
事

業
母

子
保

健
型

に
よ

る
補

助
金

を
活

用
して

い
る

自
治

体
数

（
か

所
、市

町
村

）

（
年

度
）

2
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○
妊

婦
届

の
提

出
時

に
妊

婦
の

状
態

等
を

確
認

し、
若

年
、経

済
的

不
安

、生
育

歴
、パ

ー
トナ

ー
・家

庭
の

状
況

か
ら、

孤
立

した
育

児
に

陥
る

な
ど育

児
が

困
難

に
な

る
こと

が
予

測
され

る
妊

婦
や

、妊
婦

健
診

未
受

診
の

妊
婦

に
対

し、
その

家
庭

を訪
問

し、
継

続
的

に
妊

婦
の

状
況

を
把

握
す

る
こと

に
より

ハ
イリ

ス
ク妊

婦
を

早
期

に
発

見
し、

適
切

な
支

援
に

つ
な

げ
る

こと
を

目
的

とす
る

。

妊
婦

訪
問

支
援

事
業

【新
規

】
令

和
３

年
度

補
正

予
算

額
：

６
０

２
億

円
の

内
数

（
子

育
て

支
援

対
策

臨
時

特
例

交
付

金
）

目
的

◆
対

象
者

妊
婦

健
診

未
受

診
の

妊
婦

その
他

継
続

的
な

状
況

把
握

が
必

要
な

妊
婦

◆
内

容
若

年
、経

済
的

不
安

、生
育

歴
、パ

ー
トナ

ー
、家

庭
の

状
況

か
ら、

孤
立

した
育

児
に

陥
る

な
ど育

児
が

困
難

に
な

る
こと

が
予

測
され

る
妊

婦
や

、妊
婦

健
診

未
受

診
の

妊
婦

の
家

庭
を訪

問
し、

妊
婦

の
状

態
を

把
握

す
る

とと
も

に
健

診
の

受
診

を
促

す
。

な
お

、支
援

が
必

要
な

状
態

に
あ

る
に

も
関

わ
らず

、行
政

機
関

の
関

与
を良

く思
わ

な
い

妊
婦

も
多

い
こと

か
ら、

育
児

用
品

等
の

配
付

を契
機

とし
て

家
庭

の
状

況
を

把
握

す
る

とと
も

に
必

要
な

支
援

に
繋

げ
る

。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
１

回
あ

た
り

9,
08

0円
民

間
委

託
す

る
場

合
年

額
56

4,
00

0円

実
施

主
体

・補
助

率
等

3
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○
産

後
2週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

間
も

な
い

時
期

の
産

婦
に

対
す

る
健

康
診

査
（

母
体

の
身

体
的

機
能

の
回

復
や

授
乳

状
況

及
び

精
神

状
態

の
把

握
等

）
の

費
用

を
助

成
す

る
こと

に
よ

り、
産

後
の

初
期

段
階

に
お

け
る

母
子

に
対

す
る

支
援

を
強

化
し、

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
整

備
す

る
こと

を目
的

とす
る

。

産
婦

健
康

診
査

事
業

Ｒ
４

予
算

案
：

18
.3

億
円

（
18

.3
億

円
）

目
的

◆
対

象
者

産
後

２
週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

まも
な

い
時

期
の

産
婦

◆
内

容
地

域
に

お
け

る
全

て
の

産
婦

を対
象

に
、産

婦
健

康
診

査
２

回
分

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
助

成
を行

う。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
１

件
あ

た
り

5,
00

0円

実
施

主
体

・補
助

率
等

【平
成

29
年

度
創

設
】

事
業

実
績

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月

児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦

健
診

（
１

４
回

）

※
地

方
交

付
税

措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援 ２
回

分
を

助
成

乳
幼

児
健

診
（

３
～

４
か

月
児

健
診

な
ど）

※
市

町
村

が
必

要
に

応
じ実

施

産
後

ケ
ア

事
業

（
産

婦
婦

の
心

身
の

不
調

や
産

後
うつ

等
を

防
ぐた

め
、母

子
へ

の
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト等
の

実
施

支
援

が
必

要
な

産
婦

の
把

握

73
 

36
4 

68
4 

86
7 

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

H2
9

H3
0

R1
R2

※
 変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

4
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産
後
ケ
ア
事
業
（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
一
部
）
【
拡
充
】

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
を行

い
、産

後
も

安
心

して
子

育
て

が
で

きる
支

援
体

制
の

確
保

を
行

う産
後

ケ
ア事

業
に

つ
い

て
、

少
子

化
の

状
況

を踏
まえ

、誰
も

が
より

安
心

・安
全

な
子

育
て

環
境

を整
え

る
た

め
、法

定
化

に
より

市
町

村
の

努
力

義
務

とな
った

当
事

業
の

全
国

展
開

を図
る

。子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

に
お

け
る

困
難

事
例

や
、新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

に
対

して
不

安
を抱

い
て

い
る

妊
産

婦
等

へ
の

対
応

の
強

化
に

対
す

る
受

け
皿

とし
て

も
活

用
す

る
。

※
従

来
予

算
事

業
とし

て
実

施
され

て
き

た
「産

後
ケ

ア
事

業
」は

、母
子

保
健

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
69

号
）

に
より

、市
町

村
の

努
力

義
務

とし
て

規
定

され
た

（
令

和
３

年
４

月
１

日
施

行
）

※
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
令

和
２

年
５

月
29

日
閣

議
決

定
）

に
お

い
て

、
20

24
年

度
末

ま
で

の
全

国
展

開
を目

指
す

とさ
れ

て
い

る
。

目
的

◆
対

象
者

産
後

に
心

身
の

不
調

又
は

育
児

不
安

等
が

あ
る

者
、そ

の
他

特
に

支
援

が
必

要
と認

め
られ

る
者

◆
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
きめ

細
か

い
支

援
を実

施
す

る
。（

利
用

期
間

は
原

則
７

日
以

内
）

◆
実

施
方

法
・実

施
場

所
等

（
１

）
「宿

泊
型

」
・・

・
病

院
、助

産
所

等
の

空
きベ

ッド
の

活
用

等
に

より
、宿

泊
に

よる
休

養
の

機
会

の
提

供
等

を
実

施
（

２
）

「デ
イサ

ー
ビス

型
」

・・
・

個
別

・集
団

で
支

援
を行

え
る

施
設

に
お

い
て

、日
中

、来
所

した
利

用
者

に
対

し実
施

（
３

）
「ア

ウト
リー

チ
型

」
・・

・
実

施
担

当
者

が
利

用
者

の
自

宅
に

赴
き

実
施

◆
実

施
担

当
者

事
業

内
容

に
応

じて
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を配

置
。※

宿
泊

型
を

行
う場

合
に

は
、２

４
時

間
体

制
で

１
名

以
上

の
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

の
配

置
が

条
件

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

（
１

）
デ

イサ
ー

ビス
・ア

ウト
リー

チ
型

１
施

設
あ

た
り月

額
1,

69
6,

00
0円

【拡
充

】
（

２
）

宿
泊

型
１

施
設

あ
た

り月
額

2,
47

4,
60

0円
【拡

充
】

（
３

）
住

民
税

非
課

税
世

帯
に

対
す

る
利

用
料

減
免

【新
規

】
１

回
（

泊
）

あ
た

り
5,

00
0円

（
４

）
24

時
間

36
5日

受
入

体
制

整
備

加
算

【新
規

】
１

施
設

あ
た

り年
額

2,
63

5,
30

0円
※

（
１

）
及

び
（

２
）

の
補

助
単

価
は

６
か

所
を上

限
とす

る
。（

委
託

先
の

数
を制

限
す

る
も

の
で

は
な

い
）

実
施

主
体

・補
助

率
等

【平
成

26
年

度
創

設
】

実
施

自
治

体

Ｒ
４

予
算

案
：

44
.4

億
円

（
41

.5
億

円
）

29
61

17
9

39
2 

65
8 

94
1 

1,
15

8 

0

50
0

10
00

15
00

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

※
 変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

5
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成
育

基
本

方
針

（
令

和
３

年
２

月
９

日
閣

議
決

定
）

に
基

づ
き

、安
心

・安
全

で
健

や
か

な
妊

娠
・出

産
、産

後
の

健
康

管
理

を
支

援
す

る
た

め
、プ

レ
コン

セ
プ

シ
ョン

ケ
ア

（
女

性
や

カッ
プ

ル
を

対
象

とし
て

、将
来

の
妊

娠
の

た
め

の
健

康
管

理
を

促
す

取
組

）
の

実
施

な
ど、

需
要

に
的

確
に

対
応

した
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

行
う事

を
目

的
とす

る
。

性
と健

康
の

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

【新
規

】

Ｒ
４

予
算

案
：

9.
2億

円
目

的

◆
対

象
者

思
春

期
、妊

娠
、出

産
等

の
各

ライ
フス

テ
ー

ジ
に

応
じた

相
談

を
希

望
す

る
者

（
不

妊
相

談
、予

期
せ

ぬ
妊

娠
、メ

ン
タル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
、性

感
染

症
の

対
応

を
含

む
）

◆
内

容
（

１
）

不
妊

に
悩

む
夫

婦
、将

来
子

を
持

ち
た

い
カッ

プ
ル

、身
体

的
・精

神
的

な
悩

み
を

有
す

る
女

性
等

へ
の

健
康

状
況

に
的

確
に

応
じた

健
康

・不
妊

・将
来

の
妊

娠
出

産
に

関
す

る
相

談
指

導
（

２
）

妊
娠

・出
産

に
係

る
正

しい
知

識
等

に
関

す
る

親
世

代
向

け
等

の
講

演
会

の
開

催
（

３
）

相
談

指
導

を
行

う相
談

員
の

研
修

養
成

（
４

）
不

妊
治

療
、妊

娠
・出

産
、女

性
の

健
康

に
関

す
る

医
学

的
・科

学
的

知
見

の
普

及
啓

発
（

５
）

不
妊

治
療

と仕
事

の
両

立
に

関
す

る
相

談
対

応
（

６
）

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

（
７

）
若

年
妊

婦
等

に
対

す
る

SN
Sや

ア
ウ

トリ
ー

チ
に

よ
る

相
談

支
援

、緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保

（
８

）
出

生
前

遺
伝

学
的

検
査

（
NI

PT
）

を
受

け
た

妊
婦

等
へ

の
相

談
支

援
体

制
の

整
備

（
９

）
学

校
で

児
童

・生
徒

向
け

に
性

・生
殖

に
関

す
る

教
育

等
を

実
施

す
る

医
師

や
助

産
師

等
へ

の
支

援
（

10
）

思
春

期
の

児
童

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
１

／
２

◆
補

助
単

価
：

月
額

82
9,

75
0円

＋
取

組
に

応
じた

加
算

実
施

主
体

・補
助

率
等

※
現

行
の

「女
性

健
康

支
援

セ
ンタ

ー
事

業
」や

「不
妊

専
門

相
談

セ
ンタ

ー
事

業
」を

組
み

替
え

た
も

の

6
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○
地

域
の

NP
O

と連
携

し、
悩

み
を

抱
え

る
若

年
妊

婦
等

を
、継

続
的

か
つ

専
門

的
な

支
援

へ
と繋

げ
る

。

若
年
妊
婦
等
支
援
強
化
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
予

期
せ

ぬ
妊

娠
な

どに
より

、身
体

的
、精

神
的

な
悩

み
や

不
安

を抱
え

た
若

年
妊

婦
等

が
、身

近
な

地
域

で
必

要
な

支
援

を受
け

られ
る

よう
、S

NS
等

を活
用

し
た

相
談

支
援

等
を行

う。
○

若
年

妊
婦

等
へ

の
支

援
に

積
極

的
で

、機
動

力
の

あ
る

NP
O

に
、ア

ウト
リー

チ
や

若
年

妊
婦

等
支

援
の

業
務

の
一

部
及

び
全

て
を委

託
す

る
な

どに
より

、地
域

の
実

情
に

応
じた

若
年

妊
婦

等
へ

の
支

援
を行

う。

目
的

◆
対

象
者

10
代

等
若

年
で

妊
娠

に
悩

ん
で

い
る

者
や

、若
年

に
限

らず
特

定
妊

婦
と疑

わ
れ

る
者

等
◆

内
容

（
１

）
相

談
支

援
等

①
窓

口
相

談
②

アウ
トリ

ー
チ

に
よる

相
談

③
コー

デ
ィネ

ー
ト業

務
④

SN
S等

を活
用

した
相

談
（

２
）

産
科

受
診

等
支

援
（

３
）

緊
急

一
時

的
な

居
場

所
確

保

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
１

／
２

◆
実

施
自

治
体

数
：

10
自

治
体

・
直

営
５

自
治

体
（

宮
城

県
、神

奈
川

県
、三

重
県

、京
都

府
、奈

良
県

）
・

委
託

５
自

治
体

（
埼

玉
県

、千
葉

県
、富

山
県

、石
川

県
、兵

庫
県

）
※

令
和

２
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

実
施

主
体

等

【令
和

２
年

度
創

設
】

Ｒ
４

予
算

案
：

性
と健

康
の

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

9.
2億

円
の

内
数

◆
補

助
単

価
案

①
直

営
運

営
費

月
額

17
2,

30
0円

SN
S等

に
よる

相
談

支
援

年
額

10
,8

88
,0

00
円

一
時

的
な

居
場

所
確

保
１

泊
あ

た
り

16
,1

00
円

②
委

託
基

本
分

月
額

36
7,

10
0円

夜
間

休
日

対
応

加
算

月
額

54
,8

00
円

SＮ
Ｓ

等
に

よる
相

談
支

援
年

額
10

,8
88

,0
00

円
一

時
的

な
居

場
所

確
保

１
泊

あ
た

り
16

,1
00

円

補
助

単
価

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

（
１

）
ア

ウト
リー

チ
や

SN
S等

に
よ

る
相

談
支

援
（

２
）

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

（
３

）
緊

急
一

時
的

な
居

場
所

の
確

保

○
保

健
師

等
に

よ
る

、よ
り専

門
的

な
相

談
（

電
話

相
談

・窓
口

相
談

等
）

※
ア

ウト
リー

チ
や

SN
S等

を
活

用
した

相
談

支
援

な
ど、

機
動

力
を

活
か

し
た

相
談

支
援

に
つ

い
て

NP
O

に
委

託
して

実
施

。

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
（

性
と健

康
の

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

）

ア
ウト

リー
チ

＆
キ

ャッ
チ

悩
み

を
抱

え
る

若
年

妊
婦

等

地
域

の
N

PO
等

委
託

・ﾊ
ﾞｯ

ｸｱ
ｯﾌ

ﾟ

市
町

村
（

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
）

連
携

連
携

相
談

相
談

7
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○
様

々
な

子
ども

の
心

の
問

題
、被

虐
待

児
の

心
の

ケ
ア

や
発

達
障

害
に

対
応

す
る

た
め

、都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

に
お

け
る

拠
点

病
院

を
中

核
とし

、各
医

療
機

関
や

保
健

福
祉

関
係

機
関

等
と連

携
した

支
援

体
制

の
構

築
を

図
る

とと
も

に
災

害
時

の
子

ども
の

心
の

支
援

体
制

を
構

築
す

る
こと

を目
的

とす
る

。

子
ども

の
心

の
診

療
ネ

ット
ワ

ー
ク

事
業 Ｒ
４

予
算

案
：

1.
2億

円
（

1.
2億

円
）

目
的

（
１

）
子

ども
の

心
の

診
療

支
援

（
連

携
）

事
業

様
々

な
子

ども
の

心
の

問
題

、被
虐

待
児

や
発

達
障

害
の

症
例

に
対

す
る

医
学

的
支

援
、関

係
機

関
へ

の
専

門
家

の
派

遣
等

を実
施

。
（

２
）

子
ども

の
心

の
診

療
関

係
者

研
修

・育
成

事
業

医
師

、関
係

専
門

職
の

実
地

研
修

等
、

子
ども

の
心

の
診

療
に

専
門

的
に

携
わ

る
医

師
及

び
関

係
専

門
職

の
育

成
、地

域
の

医
療

機
関

職
員

、保
健

福
祉

機
関

職
員

に
対

す
る

講
習

会
を実

施
。

（
３

）
普

及
啓

発
・情

報
提

供
事

業
子

ども
の

心
の

診
療

等
に

関
す

る
普

及
啓

発
・情

報
提

供
を実

施
。

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

、指
定

都
市

◆
補

助
率

：
国

１
／

２
、都

道
府

県
・指

定
都

市
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
月

額
1,

45
8,

00
0円

実
施

主
体

・補
助

率
等

【平
成

20
年

度
創

設
】

◆
実

施
自

治
体

数
：

21
自

治
体

（
19

自
治

体
）

※
岩

手
県

、千
葉

県
、東

京
都

、石
川

県
、山

梨
県

、長
野

県
、

静
岡

県
、三

重
県

、大
阪

府
、兵

庫
県

、鳥
取

県
、島

根
県

、
岡

山
県

、香
川

県
、高

知
県

、福
岡

県
、佐

賀
県

、熊
本

県
、大

分
県

、沖
縄

県
、札

幌
市

※
令

和
２

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス
括

弧
は

令
和

元
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

事
業

実
績

都
道

府
県

等
拠

点
病

院

地
域

の
医

療
機

関
地

域
の

諸
機

関

心
の

問
題

を
持

つ
子

ども
と家

族

保
健

所
、児

童
相

談
所

、児
童

福
祉

施
設

、
市

町
村

保
健

セ
ンタ

ー
、療

育
施

設
、学

校
等

教
育

機
関

、発
達

障
害

者
支

援
セ

ンタ
ー

、司
法

機
関

な
ど

連
携

連
携

連
携

相
談

支
援

支
援

相
談

相
談

支
援

8

31



1 

 

自殺総合対策の推進に関する有識者会議 

報告書骨子（案） 

  

１ 大綱見直しの趣旨  

   

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた更なる推進～  

 

○ 平成 19 年６月、政府は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策

の指針として自殺総合対策大綱を策定し、その下で自殺対策を総合的に推進して

きた。現行の第３次の大綱は改正自殺対策基本法が平成 28 年４月１日に施行され

たことを踏まえて策定されたものである。 

 
○ 我が国の自殺者数は３万人台から２万人台に減少し、また、自殺対策基本法が

成立した平成 18 年と、コロナ禍以前の令和元年とを比較すると、男性は 38％

減、女性は 35％減となっており、国、地方公共団体、医療機関、事業主、支援機

関など関係者によるこれまでの取組みについて一定の効果があったと考えられ

る。                                  

しかしながら、令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因と

なり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に、女性や小中高生の自殺者

が増え、11 年ぶりに前年を上回った。多くの方々が自ら尊い命を絶っているとい

う深刻な状況である。 

 

○ 以上を踏まえ、これまでの取組みを基本に置きつつ、新型コロナウイルスの影

響や、若者・女性の自殺者数の増加など、喫緊の課題への対応も含め、誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現を目指して大綱の見直しを行い、総合的な

自殺対策を推進すべきではないか。   

資料２ 
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2 

 

２ 大綱見直しのポイント  

  

＜第１ 総論＞  

（１）関連施策及び関係機関の有機的な連携を図り、総合的な対策を推進  

・生活困窮者自立支援制度や孤独・孤立対策、地域共生社会の実現に向けた取組な

ど各種施策との連携を図ることにより、自殺を防ぐための包括的な生きる支援に

つなげていくことが必要ではないか。また、連携の枠組みを示していくべきでは

ないか。  

・地域における関係機関の連携が図られるよう、地域の関係者間の連絡調整を担う

人材の養成及び配置や、地域におけるネットワーク作りを行うべきではないか。  
・必要とする方が迅速かつ確実に精神科医療を受けられるよう、精神科医療体制、

とりわけ児童が当該サービスを受けられるような体制整備や啓発を行うべきでは

ないか。 

・社会全体で、自身の取組が自殺対策につながるという認識のもと、取り組んでい

く必要があるのではないか。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた支援 

・新型コロナウイルス感染症の蔓延を契機に人との関わり合いや雇用形態をはじめ

として様々な変化が生じており、その影響について引き続き分析を深めるととも

に、積極的な ICT の活用も含めた必要な支援を行う必要があるのではないか。  

特に、無職者、非正規雇用労働者やひとり親等の自殺対策の強化が必要ではない

か。  
 

（３）自殺者及び自殺未遂者、それらの者の親族の名誉等への配慮 

・国、地方公共団体、民間団体等の自殺対策に係る者は、自殺対策基本法第９条に

あるとおり、自殺対策の実施にあたっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれら

の者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮すべきことを、改めて徹底すべき

ではないか。 
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＜第２ 個別施策＞  

（１）スティグマの解消 

・自殺は追い込まれた末の死であることを浸透させるため、自殺予防週間や自殺対

策強化月間、ゲートキーパー普及時などの機会を活用し、普及啓発していくべき

ではないか。 
 

（２）相談体制の充実と、支援策や相談窓口情報等の分かりやすい発信 

・自殺防止に関する相談体制については、電話相談に加え、SNS による相談も進め

ることとし、ICT 等も活用しながら、相談者が必要とするときに効果的な対応が

可能となるよう構築すべきではないか。 

・情報を必要とする方に届ける上で、ライフステージに合わせた検討も必要ではな

いか。 

 

（３）精神科医療につなぐ医療連携体制の強化 

・かかりつけ医等及び精神科又は心療内科の医師等が、自治体と連携しながら多職

種でサポートする体制や、かかりつけ医等と精神科等の医師の連携を進めていく

必要があるのではないか。 

・子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成を進めるべきでは

ないか。 

 

（４）若者の自殺対策の更なる推進  

・平成 28 年の改正自殺対策基本法に規定された「心の健康の保持に係る教育及び

啓発の推進」については、自殺予防に関する定期的な教育を含め、更に着実に

推進すべきではないか。 

・教員や保護者といった周囲の大人が子どもの SOS をどのように受け止めるかにつ

いて学ぶ機会が必要ではないか。 

・プライバシーが守られる環境の整備を含め、教員やスクールソーシャルワーカ

ー、精神保健福祉センター等、学校と行政や地域との連携ができる体制を整備す

べきではないか。  

 

（５）妊娠されている方への支援  

・妊娠初期の方に対する支援を強化し、支援を必要としている方が支援策を利用で

きるよう、周知を図るべきではないか。  
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（６）勤務問題による自殺対策の更なる推進 

・テレワークの導入が進んだことにより、ワーク・ライフ・バランスが推進された

反面、孤独感・疎外感を感じやすいという報告もあるため、テレワークの適切な

運用を含めた職場におけるメンタルヘルス対策を更に推進することが必要ではな

いか。  

・副業・兼業を行う方への産業保健サービスの展開について検討していくべきでは

ないか。 

 

（７）遺された人への更なる支援 

・遺族の方が直面する問題について、遺族の自助グループなどと連携しながら、必

要な情報を整理・提供するとともに、その他必要な対応について検討していくべ

きではないか。 

・「遺族等に対応する公的機関の職員の資質向上」、「学校、職場等での事後対応の促

進」を図る際に、自死遺族の方から学ぶ機会も設けるといった取組みも必要では

ないか。 

 

（８）自殺報道等への対応 

・自殺報道等について、報道や映像作成等のガイドラインについて引き続き周知

し、ガイドラインを踏まえた対応を要請することが必要ではないか。 

 

（９）自殺総合対策の更なる推進に資する調査研究等の推進 

・疫学的研究や科学的研究も含め、必要なデータやエビデンスの収集を更に推進す

る必要があるのではないか。 

 

（10）各種施策について  

・（１）～（９）以外の各種施策についても、現大綱をベースとしつつ、基本法の

趣旨等を踏まえて、その充実を図るべきではないか。  
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＜第３ 施策の推進体制等＞  

  

（１）ＰＤＣＡサイクルの更なる推進、数値目標の設定  

○ＰＤＣＡサイクル  

・国及び地方公共団体において、エビデンスに基づいた政策となるように、実施状

況や効果を定量的に把握した上で取り組むことが重要ではないか。 

・ＩＣＴの活用による集積データを活用した個々の政策評価も実施すべきではない

か。 

 

○数値目標  

・最終目標は「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現であるが、現大綱

に基づく目標（令和８年までに、自殺死亡率を平成 27 年と比べて 30％以上減少

させる。）について引き続きその達成を目指すべきではないか。  

36



1 
 

自殺総合対策大綱見直しに向けた意見書 
～自殺対策基本法を反映させた大綱策定を 

 
自殺総合対策の推進に関する有識者会議（第７回） 

                       一社）全国自死遺族連絡会 田中幸子 
 
 １ 概要 
 自殺対策基本法は第１条（目的）で「（略）自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等
の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実
現に寄与（略）」と述べ、自死遺族の支援を予防と並ぶ自死対策の柱と位置づけています。 
 さらに第９条（名誉及び生活の平穏への配慮）は「自殺対策の実施に当たっては、自殺者
及び未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこ
れらを不当に侵害することの無いようにしなければならない」として、自死・自死未遂者の
親族の名誉や生活の平穏への配慮を義務づけています。 
 また、第２１条（自殺者の親族等の支援）は「国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
者が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親
族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする」とあります。 
 ここに「心理的影響」とは、自死による直接的影響だけでなく、自死が引き起こす社会的
な差別偏見や疎外による心理的ダメージを含むと考えるのが当然であり、これらを緩和・解
消することも国や自治体の責務となることは論をまちません。 
 しかるに、自殺対策基本法１２条を受け、自殺対策の指針として策定されているはずの自
殺総合対策大綱は、自殺対策基本法にもとる内容となっています。 
 具体的には、基本法第１条に定める自死遺族支援の位置づけが、大綱の基本理念、基本認
識、基本方針に盛り込まれていません。 
 第９条の実現を目指す施策は、大綱には見当たりません。また、第２１条を具体化する施
策は極めて不十分です。 
 このたびの大綱見直しにおいて、ぜひとも基本法第１条、第９条、第２１条を反映させた
内容とするよう強く求めます。 
 具体的に書き込みを求める文言の趣旨や具体的な施策を【見直し事項】として以下に示し
ます。 
 また【見直し事項】５について【上記５の趣旨】として情報公開の範囲や方法と白書につ
いて、具体的な問題を示しました。これは基本法９条と２１条に反する事態であり、現に起
きている人権侵害であると考えます。大綱の見直しを待たず、緊急避難的に改善されるよう
求めます。 
  

資料３－１ 
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 【見直し事項】  
 ＜総論部分＞  
 １ 自殺対策基本法１条の趣旨を踏まえ、大綱の「基本理念」「基本認識」「基本方針」に
自死遺族支援の重要性を書き込むこと。 
 ２ 基本法第９条に沿って、大綱の「基本認識」や「基本方針」で、自死遺族の名誉や生
活の平穏に対する不当な侵害が現に起きているという認識を明確にし、その解消や除去に
努め、遺族の尊厳を守るという方向性を打ち出すこと。 
 ＜各論部分・重点施策等への盛り込み＞ 
 ３ 自死遺族と触れ合う機会の多い公的機関（警察機関や精神保健福祉機関など）の対応
マニュアル作りや研修では、内容やプランの作成段階から遺族当事者の意見を反映させ、多
段階的に遺族の声を聞く機会を設けること。 
 ４ 自死遺族の自助グループが、現行の大綱が「重点施策」の１０で連携強化すべきとす
る「民間団体」に含まれることを明記すること。その理由として、まず基本法第２２条（民
間団体の活動の支援）がある。同条は「国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防
止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必
要な施策を講ずるものとする」と定める。自助グループの活動は、自死遺族の相互支援（助
け合い励まし合う）という性格を強く持ち、まさに２２条に言う「自殺者の親族等の支援」
を行う団体に該当することは明白である。さらに、基本法第１条が自死遺族支援を掲げてい
ることから、自死遺族の自助グループとの連携・支援が、各民間団体の中でも最重要である
こともまた、自明である。 
 ５ 基本法９条の趣旨に従い、自死者や自死遺族の名誉や尊厳に配慮して、厚労省、地方
自治体、厚労大臣指定法人のウェブサイトや白書への情報掲載の範囲・内容を制限したり抑
制したりすること（趣旨は後掲）。 
 ６ いわゆる事故物件について心理的瑕疵を認めたり、告知義務を課したりすることは、
死の態様によって人を差別し、尊厳を傷つける。憲法１３条、民法２条および自殺対策基本
法１条、９条、２１条の趣旨に鑑みて、心理的瑕疵の解釈・運用のあり方や、国交省の定め
た取引の際の告知義務のガイドラインを根本から見直すこと。 
 ７ いわゆる事故物件の情報を集め公表する「事故物件サイト」はプライバシー侵害とし
て不法行為を構成するうえ、基本法９条、２１条の趣旨にも違背するので、関係機関におい
て禁止や制限といった適切な対応をすること。 
 ８ 自死遺児の支援についてはひとくくりにせず、成長期における子どもの多様性に鑑
み、年齢や発達段階、自死者との生前の関係性、家庭の状況など個別の事情に応じたきめ細
かな対応が必要であること。 
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 【上記５の趣旨】 
 ①公開データの制限について 
 ２００９年ごろから、自殺対策白書（以下、白書）や厚労省、自治体、厚労大臣指定法人
（以下、指定法人）のウェブサイトに、自死関連の詳細な資料が示されるようになってきま
した。 
 しかし、前述したように、自死者や自死遺族に対する社会の差別・偏見は根強く、インタ
ーネットやＳＮＳを通じた誹謗中傷はむしろ激しくなっています。遺族にとっては「語れな
い死」「知られたくない死」であることに鑑み、公的文書やウェブへの掲載内容を制限する
べきです。 
 メディアの報道は一過性ともいえますが、白書やウェブは調べようと思えばいつでもア
クセスできる情報です。自死の方法まで掲載されていることは、自死予防の点でも問題です。 
 いま厚労省や指定法人が掲載している市町村別の情報は、自死者の数、それぞれの年齢、
同居人の有無、職業別、場所、手段別、時間帯別、曜日、原因、動機別です。小さい町であ
れば、このデータから容易に自死者と遺族が特定可能であると考えられます。 
 基本法９条の趣旨に従って、詳細な資料は非公開とし、利用できるケースとして、調査研
究や対策の立案など目的を限定し、公開の範囲や相手もその目的に即して最小限の範囲と
するよう求めます。 
 ②令和３年（２１年）版白書について 
 白書の第２章第３節「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における自殺の動向」で
「著名人の自殺および自殺報道の影響とみられる自殺の増加」として、男性俳優と女性俳優
の自殺報道後の自殺者数の増加について、８頁を費やして“分析”しています。それぞれの自
死の時期も明示されているので本人が特定できます。 
 報道の在り方への問題提起だとしても、２人が自死したことで、多くの人が死を選んだと
みる“分析”は、２人の尊厳と名誉を踏みにじり、非難する意味を持ちます。ショックと悲し
みの中にいる遺族も、大切な人を亡くした上に、さらに多くの人の死に責任があると非難さ
れたと受け止め、傷つきます。遺族の心情への配慮にも著しく欠けています。たとえ、遺族
の同意があったとしても許されないことです。 
 また、後追いの自死と“分析”された他の多くの自死者に対しても、有名人が亡くなったと
いう報道のせいで軽々に死を選ぶような人間というスティグマを負わせることになります。 
 報道の在り方をうんぬんするなら、このような“分析”を公表する意味を考えるのが先では
ないでしょうか。このような“分析”が、こともあろうに国の作成する白書に掲載されたこと
に、遺族として胸が痛む思いです。 
 また、報道の影響を重視する立場に立つなら、自ら若者や女性の増加を言いつのることは、
同じような立場の人の自死をあおることになりかねず、矛盾した行動と言わざるを得ませ
ん。 
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今後の国の自殺対策行政に対する要望書（その２） 

令和４年 ２月２４日 

京丹後市長 中山 泰 

 

 日ごろは、全国の自殺対策に多大な御尽力を下さり、心より感謝を申し上げま

す。 

 今次の自殺総合対策大綱の見直しをはじめ今後の国における自殺対策行政全

般に関し、昨年１２月に提出しました要望書に加え、この間の情勢、ご議論等も

踏まえ、下記のとおり要望をいたします。 

 

記 

 

１ 現在、まだまだコロナが収束しない中で全国的に経済的はじめ各般の影響

が重なり続けている。そして私見であるが、第４回会議御提出の過去のコロナ波

データ等からはコロナ対策による人流抑制策等が自殺の増加に有意に影響を与

えている懸念が否定できないと受け止められ、とすれば、この間の自殺の増加を

背景づけたものは（やむをえない政策であるが）コロナ対策の副作用でもある。 

それゆえにも、国は、人流抑制的なコロナ対策を進める上では、“同時に必ず”、

その自殺への不当な影響を解消すべく、しっかりとした総合的な自殺対策を早

急に打ち出すべき。 

コロナによる死者を防ぐのと同様、自殺による死者を防ぐことが等しく重要

であることはいうまでもない。もしコロナ対策が自殺に影響を来しているのな

ら、一体的な自殺対策はなおさらである。自殺を防ぐ緊急事態的な宣言や政策、

国民のいのちを守るための国の強い姿勢、宣言を、コロナ対策と一体的に、「い

のち支える緊急自殺対策」など総合的な施策とともに、しっかりと打ち出すべき。 

 

２ 総合的な自殺対策の打ち出しに当たっては、特に地方自治体の場合にあっ

ては対策をご支援いただくための「地域自殺対策強化交付金」の補助率を広く 10

分の 10とされること。とりわけ、相談事業（オンラインによるワンストップ総

合相談会等）、ＳＮＳ等を活用した啓発事業（特に、子どもたちへの「生命の尊

さ」「死生観」等に係る広範・深みのある啓発等）、地域の様々な関係機関のつな

ぎ役、ハイリスク者支援等の専従的なコーディネーター等を担う専門職の配置

について、現下において必須、必置の事業であり、全額補助等を欠かせないこと。      

自治体にあっては各首長ともその重要性はとても大切に認識している（別添、

平成 24年の全国市長会決議ご参照。年間、5，6本程度しか決議が行われない重

要課題の中で措置）。しかしながら、コロナ禍対応で自治体の財政状況や職員配

1
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置も総じて課題が多い中で、国の物心ともの姿勢が届かなければ、自殺対策が必

要な今なのに縮小せざるをえない逆行・退行的な状況に追い込まれる懸念もあ

る。国による積極的、総合的な対策の発出、充実強化とともに、現場に立脚して

対策を実施推進する地方自治体に対する支援策を本格的に充実強化していくこ

とが、コロナ禍にある今こそ又今後とも重要で待ったなしである。 

 

３ 地域ごとの最新の自殺関連動向を踏まえた対策を自治体が機動的に推進で

きるよう、国において各地域の自殺実態を、既存のデータ（自殺統計等）や相談

機関に寄せられたお声などを収集、活用したうえで必要なプライバシー保護も

引き続き徹底しながら全国的な知見を背景に分析し、その結果をより細かくよ

り迅速に自治体に提供されたいこと。 

また、国においてそうした分析結果を自治体にご提供いただくことに加えて、

ぜひ各自治体においても自殺統計（プライバシー保護の徹底が大前提。以下「ク

ロス集計」の場合等に同じ）を独自で集計できるような仕組みを作っていただき

たいこと。現在公表いただいている「地域の自殺の基礎資料」は非常に参考にな

るものの、規模の大きい等の自治体にあって必要に応じ独自にクロス集計等を

機動的に可能とされるよう、ぜひご検討いただきたい。 

 

４ 以上、自殺総合対策大綱の次期の検討の中にも、適切、積極的な形で十分に

反映されたいこと。 
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自殺総合対策の抜本的充実を求める決議 
 

  国の年間自殺者が３万人を超えて、国際比較においても突出して高い危機的

な状況が 14 年間も続いている。とりわけ、昨今は、東日本大震災の発生に伴う

被害や長引く景気低迷による生活苦、また、いじめによる自殺の顕在化も各地

で相次ぐ事態となっている。そもそも、自殺率が極めて高いこの異常な状況は、

憲法上保障されるべき基本的人権、最低限の生活権などの根底に横たわる課題

であり、社会保障や住民福祉が論じられているその足下で、この社会の土台が

気がつかないうちに蝕まれつつあることを示している。 

  このような状況の中、平成 19 年に閣議決定された国の「自殺総合対策大綱」

が本年８月に大幅に改定された。この改定された自殺総合対策大綱においては、

新たに「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」ことが明示

され、「国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働し

て国を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要」とされるとともに、「今

後は地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策へと転換を図っていく」

ことが明確に謳われており、住民に一番身近な基礎自治体の役割と責任はます

ます重要になってきている。 

  このため、自殺総合対策において、国家の根本的かつ最重要な課題の一つと

して、地域・現場レベルでの実践的、具体的な取組みが、国・地方を挙げて総

合的かつ強力に進められるよう、下記事項について積極的かつ適切な措置を講

じられるよう強く要請する。 

 

記 

 

 １． 自殺対策は、“生きる権利”という究極の基本的人権等に関わる課題であ

り、国家的な重要課題となっている現状から、自殺対策基本法や自殺総合対

策大綱に基づき、地域自殺対策緊急強化基金の恒久化や基礎自治体が実施す

る自殺対策事業等に対して恒久的な財政支援措置を講じること。 

２． とりわけ、総合的に対策を進めるための「いのちと暮らしの総合相談会」、

専門家と連携し複合的問題を支援する専任職員の設置、再企図防止専門家チ

ームの派遣などの重要対策が、全国すべての自治体で実施できるよう、自治

体への支援又は連携を必要かつ十分に行うこと。 

３． 自殺者への保険給付制度のあり方について検討するとともに、一方で、自

殺を防ぎ“生きる支援”を行うための総合的なセーフティネットの構築につ

いて、積極的な検討を行うこと。 

 

以上決議する。 

 

  平成 24 年 11 月 15 日 

   

全 国 市 長 会 
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自殺総合対策大綱の見直しに関する意見書 

 

NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 

副代表 根岸 親 

 

１）自殺対策に資する相談事業について 

前回の大綱の見直し以降、自殺対策に資する相談事業は SNS や Web チャット等のツー

ルを活用したものが増えている。この実態を踏まえて、大綱においても、そのような取

組の重要性をしっかりと位置づけるべきではないか。 

また、相談事業の認知度に関する指標も、自殺対策を主たる目的とした相談事業（自

殺対策交付金対象事業）を優先的に検証の対象とすべきでないか。 

加えて、自治体と民間団体の連携強化の必要性について大綱でもしっかりと強調する

ことで、より多くの自治体が自殺対策において民間団体との連携に積極的になるように

後押しすべきではないか。 

孤独・孤立対策など、他施策における相談事業と自殺対策の相談事業との連携の枠組

みについても明確に示すべきではないか。国が枠組みを示さないと、地域（自治体）の

現場でも縦割りのままで連携が進まなくなってしまう恐れがある。 

 

２）「自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉」が傷つけられた時の対

応について 

自殺対策基本法の第九条には「自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者

並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不

当に侵害することのないようにしなければならない」と謳われている。 

 名誉等を侵害しないための取組を徹底し、そのためのガイドライン等を策定すること

が重要であることは、第４回目開催の本会議でも発言したところだが、一方で、「名誉等

を侵害されたときのガイドラインの策定」や「名誉等を侵害するとはどういうことかを

学ぶための研修会の開催」等も必要ではないか。 

本会議でこれまで発言してきたように、「日本ポストベンションカンファレンス」とい

う厚労省の補助事業として開催されたイベントにおいて、これを主催した団体が、イベ

ントに参加した自死遺族の発言を無断で撮影し、その動画を YouTube にアップするとい

う事案が起きた。主催者は、参加者からの指摘を受けて動画を削除し、その後 HP 上でも

謝罪をしたが、動画がアップされたことに気づかなかった参加者（自死遺族も含む）に

は、その後、主催者から何の連絡も謝罪も行われていないという。 

 このイベントに参加した遺族の方からは「参加申込み時に収集した連絡先があるはず

で、なぜ参加者全員に事情を説明し、謝罪しないのか」「動画が削除されても、万が一、

誰かに見られていたかもしれないという不安から、いつも緊張した状態で過ごすことに

なったら安心した生活を送れなくなる」といった声がライフリンクにも寄せられている。 

従って、こうしたことが起きないようにするための対策だけでなく、起きてしまった

後の対応に関するガイドライン等を策定すべきでないか。 

資料３－３ 

43



2 
 

３）「SOS の出し方に関する教育」について 

自殺対策に資する SNS 等の相談対応を通じて、子どもや若者が「SOS を出すこと」に

強い抵抗感を持っていることが多いのを実感している。様々な悩みや課題を抱えながら

も周囲の誰にも相談できず、自殺に追い詰められる瀬戸際の状況になってようやく SOS

を出してくる子どもや若者が多いが、実際は、SOS を出せずに自殺で亡くなっている子

どもや若者も少なくないはずである。 

こうした状況を一気に改善してくれる万能薬は残念ながらないと思うが、社会的な啓

発活動や相談窓口の受皿強化等を強化することに加えて、義務教育の期間中は、すべて

の子どもが少なくとも年に１回（できれば数回）は「SOS の出し方に関する授業」を受

けられるようにすべきである。 

また、そのような取組を進める中で、子どもたちに「SOS を出していいんだよ」とい

うメッセージを伝えるだけでなく、実際に「SOS の出し先となる地域の専門家を具体的

に紹介すること」を重要視すべきである。具体的には、授業の中で「いざとなったら私

のところに相談に来て」と子どもたちに直接呼びかけることのできる地域の専門家（保

健師など、学校の関係者以外）が行うべきである。そうしないと、学校に不信感を持っ

ていて、家族にも相談できない子どもたちは、身近なところに SOS の出し先を持つこと

ができない。 

大綱にも、それらの重要性を明記し、そのために文部科学省と厚生労働省が連携して

取り組むことも加えて明記すべきである。 

 

以上 
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地域で行う自殺対策に対する意見書 

令和４年２月 24 日 
長野県健康福祉部 保健・疾病対策課 松本 康一 

 
日ごろより、長野県の自殺対策にご指導ご支援いただき、心より感謝申し上げます。 
都道府県の自殺対策担当課として日々自殺対策に従事している立場から、今般の自殺総合対策大綱の改

定にあたって、以下のとおり意見を申し上げます。 
 

１ 「子どもの自殺危機対応チーム」の全国展開について 
長野県では、地域の支援者に対する支援として、専門家による助言等を目的とした「子どもの自殺危機

対応チーム（以下、チーム）」を令和元年 10 月に設置し、令和 4 年２月 18 日現在で 26 件の支援要請に対
応しております。これまでの支援対象は、それぞれハイリスクではありましたが、自殺に至ったケースは
ありません（概要は別紙を参照）。 
 自殺対策の両輪として、自殺予防に関する普及啓発等のポピュレーションアプローチと同時に、目の前
の自殺リスクが高い子ども達に迅速かつ適切に対応するターゲットアプローチは非常に重要であり、当県
独自の取組であるチームを全国に展開することは、ハイリスクの子ども達に対する有効な手段の一つであ
ると考えています。  

なお、全国での一斉導入が時間的・財政的に困難な場合、子どもの自殺死亡率が高い都道府県から優先
的に導入する等により、必要な支援ができるだけ早期に届く工夫も必要と思われます。 

  
２ 都道府県・自殺対策推進センター・保健所の地域連携体制の強化について 

自殺対策は、より身近な地域で対応することが必要であり、多職種の支援者がより一層連携して取り組
むためには、都道府県の自殺対策担当部署と、精神保健福祉センターや自殺対策推進センター及び保健所
が地域の支援者等と連携するための枠組みが必要と感じています。またその際には、地域で要となる保健
所の体制強化が特に重要と思われ、例えば、各保健所に専任の自殺対策担当者を置けるような人的・財政
的支援を講じていただけることを望みます。 

特に小規模市町村が多い都道府県においては、こういった連携の枠組みによる市町村支援の充実によ
り、各市町村における自殺対策の推進にもつながると考えられます。 
 
３ 地域の自殺実態に関するデータの提供について 

自殺対策を実効性のあるものとして推進するためには、自殺統計の分析・活用が不可欠と思われます。 
現在、厚生労働省のホームページで公表されている自殺統計データよりも、更に詳細な集計等を行いた

い場合には、自殺対策推進室に「特別集計」をお願いしておりますが、施策の検討などを迅速に進めるた
めには、この「特別集計」をより簡易に依頼することができ、短期間で必要な集計データ等の提供を受け
ることのできる体制が必要と考えます。 

これが困難な場合には、LG-WAN などセキュリティーが担保されている枠組みの中で、各自治体に詳細
なデータ提供が可能な体制の構築を検討していただき、各自治体での自殺統計の活用についてご配慮いた
だきたいと思います。 

 
以上 
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ッ
セ
ー
ジ
を
明
記
し
て
欲
し
い
。
（
生
水
構
成
員
）

○
そ
も
そ
も
論
に
な
る
が
、
政
策
（
産
業
・
福
祉
な
ど
）
の
根
底
は
「
人
の
命
を
守
る
」
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
自
殺
対
策
は
そ
の
も
の

で
あ
る
。
社
会
が
し
っ
か
り
支
え
て
い
く
と
い
っ
た
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
思
想
を
明
記
す
べ
き
。
（
中
山
構
成
員
）

○
意
識
調
査
結
果
に
お
け
る
自
殺
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
、
最
近
１
年
以
内
に
自
殺
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
方
の
割
合
が
前
回
調

査
時
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
。
緊
急
事
態
宣
言
下
も
影
響
し
て
い
る
と
思
う
が
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

必
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
根
本
的
に
は
人
を
思
い
や
る
共
生
社
会
を
ど
う
構
築
す
る
か
が
大
事
。
（
江
澤
構
成
員
）
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2

3
自
殺
総
合
対
策
の
推
進
に
資
す
る
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る

○
ＩＣ
Ｔ
の
活
用
に
よ
る
集
積
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
個
々
の
政
策
評
価
も
実
施
す
べ
き
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
感
染
拡
大
を
問
わ
ず
に
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
自
殺
対
策
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

IC
Tの
活
用
が
不
可
欠
。
啓
発
、
人
材

育
成
、
相
談
支
援
、
居
場
所
活
動
等
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
で

IC
Tを
活
用
し
、
ま
た
、
事
業
実
施
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
な
が
ら
効
果
検
証
を
行
っ
て
、
そ

れ
ら
の
検
証
、
研
究
に
よ
る
成
果
を
実
践
に
還
元
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
大
綱
に
つ
い
て
、
各
省
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
が
、
何
が
有
効
な
策
な
の
か
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
政
策
と
な
る
よ
う
に
定
量
的
な
報
告
が

あ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
整
理
し
た
上
で
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
な
ぜ
子
ど
も
の
自
殺
が
増
え
て
い
る
の
か
、
今
ま
で
の
検
証
が
必
要
。
そ
の
た
め
に
、
今
回
、
大
綱
の
見
直
し
に
お
い
て
検
証
方
法
に
つ
い
て

検
討
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
た
め
、
大
綱
見
直
し
の
中
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
生
水
構
成
員
）

○
自
殺
対
策
基
本
法

20
年
に
向
け
て
の
検
証
作
業
を
開
始
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
第
三
者
に
よ
る
公
平
な
検
証
作
業
を
進
め
、
次
の

20
年
に

お
け
る
大
綱
見
直
し
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
（
田
中
構
成
員
、
三
木
構
成
員
）

○
個
別
の
自
治
体
で
は
デ
ー
タ
の
分
析
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、

JS
CP
か
ら
の
自
治
体
別
デ
ー
タ
提
供
、
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
は
自
治
体
と
し

て
は
大
変
あ
り
が
た
い
。
（
中
山
構
成
員
）

○
現
状
分
析
は
必
要
だ
が
、
現
場
で
や
る
の
は
大
変
。

JS
CP
の
デ
ー
タ
分
析
支
援
は
非
常
に
助
か
っ
て
い
る
。
（
松
本
構
成
員
）

○
女
性
の
自
殺
の
原
因
は
健
康
問
題
が
多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
が
、
背
景
に
は
家
庭
や
経
済
、
仕
事
等
様
々
な
要
因
が
重
な
り
合
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
の
分
析
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
若
者
の
自
殺
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
身
近
に
自
殺
者
が
出
る
と
い
う
経
験
を
し
て
し
ま
っ
た
若
者
が
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
自
殺
者

の
属
性
別
で
、
周
り
の
ど
う
い
っ
た
層
に
影
響
す
る
の
か
、
丁
寧
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
山
口
構
成
員
）

○
子
ど
も
が
自
殺
し
た
事
件
で
「
い
じ
め
」
が
自
殺
の
原
因
で
あ
る
と
因
果
関
係
を
認
め
た
判
決
が
出
た
が
、
判
決
の
中
で
、
「
自
殺
は
本
人
が

自
ら
の
意
思
で
選
択
し
た
行
為
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
自
殺
し
た
子
ど
も
や
親
に
も
落
ち
度
が
あ
る
と
し
て
、
加
害
者
の
損
害
賠
償
額
を

減
額
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
青
少
年
の
自
殺
は
、
大
人
と
比
べ
て
精
神
障
害
と
の
関
連
性
が
低
い
と
い
う
認
定
が
あ
り
、
平
成

19
年

2月
開
催
の
第
５
回
自
殺
総
合
対
策
の
在
り
方
検
討
会
の
資
料
に
お
い
て
、
「
青
少
年
の
自
殺
の
特
徴
と
し
て
、
大
人
と
比
べ
、
精
神
障
害
と

の
関
連
性
は
低
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
提
と
な
る
医
学
的
知
見
が
誤
っ
て
い
る
の
で
は
と
考
え
て
お
り
、
前
提
と
な
る
医
学
的
知
見
が
間

違
っ
て
い
る
と
対
策
が
根
本
的
に
間
違
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
専
門
家
の
知
見
が
活
用
さ
れ
る
べ
き
。
（
生
越
構
成
員
）

○
コ
ロ
ナ
陽
性
者
と
自
殺
者
数
の
逆
相
関
に
つ
い
て
、
陽
性
者
が
増
大
す
る
時
期
は
人
流
の
抑
制
を
強
化
す
る
時
期
で
も
あ
る
た
め
、
自
殺
者

数
と
の
関
連
性
が
あ
る
の
か
、
コ
ロ
ナ
対
策
（
人
流
抑
制
等
）
の
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
。
関
係
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
対
策
へ

の
提
言
も
必
要
。
（
中
山
構
成
員
）

○
自
殺
対
策
に
つ
い
て
、
疫
学
・
統
計
研
究
と
事
例
・
臨
床
研
究
と
い
う
方
向
か
ら
科
学
的
研
究
を
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
流
行
下
に
お
い
て
自
殺
対
策
の
推
進
体
制
が
ど
の
よ
う
に
棄
損
さ
れ
た
か
も
分
析
が
必
要
（
田
中
構
成
員
、
三

木
構
成
員
）
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4
自
殺
対
策
に
係
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る

○
地
域
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
研
修
の
内
容
も
対
象
ご
と
（
職
種
・
役
割
ご
と
）
に
構
造
化
し
て
研
修
を
開
発
す
る
な
ど
、
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
の
育
成
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
、
支
援
現
場
に
お
い
て
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
が
専
門
家
個
人
ま
た
は
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
集
団
等

か
ら
助
言
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
後
方
支
援
の
強
化
を
行
う
べ
き
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
い
の
ち
の
電
話
で
は
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
増
設
し
た
こ
と
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
結
果
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
応
募
が
増
え

て
現
在

1,
10

0人
が
研
修
中
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
組
み
へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
も
大
切
。
（
佐
合
構
成
員
）

5
心
の
健
康
を
支
援
す
る
環
境
の
整
備
と
心
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る

○
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
は
進
ん
で
い
る
が
、
い
じ
め
や
担
任
の
無
理
解
は
ま
だ
ま
だ
問
題
と
し
て
あ
る
た
め
、
子
ど
も
の
自
殺

は
減
っ
て
い
な
い
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室
に
行
く
こ
と
が
い
じ
め
の
原
因
に
も
な
り
得
る
か
ら
利
用
で
き
な
い
実
態
も
あ
る
の
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
れ
る
仕
組
み
が
必
要
。
学
校
外
の
相
談
場
所
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
精
神
科
的
な
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
も
必
要

か
も
し
れ
な
い
。
（
松
井
構
成
員
）

○
難
病
や
ガ
ン
の
告
知
後
、
自
殺
を
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
と
感
じ
る
。
家
族
を
含
め
て
、
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
の
充
実
が
必
要
。
（
田
中

構
成
員
）

6
適
切
な
精
神
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

○
思
春
期
の
子
ど
も
を
専
門
と
す
る
精
神
科
医
を
政
策
的
に
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
。
現
状
は
紹
介
し
て
も

1ヶ
月
以
上
待
つ
こ
と
が
多
い
。

国
が
政
策
的
に
児
童
精
神
科
医
を
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
精
神
科
医
全
体
に
思
春
期
に
対
す
る
理
解
を

求
め
る
講
習
会
を
作
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
（
松
井
構
成
員
）

○
医
療
機
関
の
初
診
予
約
が
２
ヶ
月
待
ち
の
状
況
で
あ
り
、
迅
速
に
医
療
受
診
が
で
き
る
体
制
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
コ
ロ
ナ
で
精
神

不
安
な
方
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
や
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
活
用
を
推
進
す
る
な
ど
、
伊
藤
構
成

員
の
意
見
書
に
も
記
載
が
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
「
積
極
的
な

IC
Tの
活
用
」
に
つ
い
て
明
記
す
べ
き
。
（
生
水
構
成
員
）

3

3
自
殺
総
合
対
策
の
推
進
に
資
す
る
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る
（
続
）

○
遺
族
に
配
慮
し
な
が
ら
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
情
報
（
カ
ル
テ
情
報
な
ど
）
を
多
分
野
の
方
（
児
童
福
祉
、
法
律
家
な
ど
の
視
点
）
が
関
わ
っ

て
、
ど
う
す
れ
ば
救
え
た
の
か
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
今
後
の
対
策
に
と
っ
て
有
用
で
は
な
い
か
。
自
殺
統
計
原
票
に
よ
っ
て
、
自
殺
対
策
が

大
き
く
前
進
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
無
い
が
、
更
な
る
対
策
の
た
め
に
そ
れ
以
外
の
ミ
ク
ロ
な
視
点
の
調
査
も
必
要
。
（
生
越
構
成
員
）
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6
適
切
な
精
神
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
（
続
）

○
大
綱
の
取
組
が
あ
り
、

11
年
連
続
で
自
殺
者
数
が
減
少
し
て
き
た
こ
と
は
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
昨
年
増
え
た
子
ど
も
の
自
殺
増

に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
を
専
門
的
に
診
る
精
神
科
医
の
不
足
、
女
性
の
自
殺
増
に
つ
い
て
は
日
頃
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
会
が
喪
失

し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
て
い
る
。
児
童
精
神
科
医
の
拡
充
が
必
要
だ
ろ
う
。
（
三
木
構
成
員
）

○
か
か
り
つ
け
医
の
話
に
付
随
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
よ
り
精
神
科
に
か
か
り
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
か
か
り
つ
け
精
神
科
医

の
推
進
を
大
綱
上
、
位
置
づ
け
て
欲
し
い
。
精
神
科
に
か
か
り
や
す
い
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
は
な
い
か
。
（
三
木
構
成
員
）

○
自
殺
対
策
に
精
神
科
が
積
極
的
に
関
わ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。
精
神
科
医
に
対
す
る
偏
見
が
理
由
の
一
つ
だ
と

思
う
の
で
、
偏
見
を
な
く
す
取
組
を
し
て
欲
し
い
。
（
松
井
構
成
員
）

○
精
神
科
の
敷
居
の
高
さ
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
の
で
、
啓
蒙
活
動
が
必
要
。
（
三
木
構
成
員
）

○
か
か
り
つ
け
医
の
う
つ
病
の
講
習
会
を
開
い
て
い
る
が
、
１
回
聞
い
た
く
ら
い
の
非
専
門
の
先
生
が

SS
RI
を
処
方
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

精
神
科
医
に
つ
な
ぐ
た
め
に
そ
の
重
要
性
を
国
民
に
周
知
す
べ
き
。
（
松
井
構
成
員
）

○
（
入
院
中
の
児
童
生
徒
が
）
治
療
を
受
け
な
が
ら
も
教
育
機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
や
体
制
の
整
備
や
取
組
に
つ
い
て
、
引
き

続
き
推
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
（
松
井
構
成
員
）

○
絶
望
感
か
ら
な
ん
と
か
救
済
す
る
た
め
に
早
め
に
相
談
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
が
、
精
神
科
の
偏
見
が
多
く
受
診
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

こ
れ
ま
で
の
相
談
場
所
が
受
診
勧
奨
す
る
な
ど
精
神
科
に
つ
な
ぐ
た
め
の
相
談
機
関
等
が
あ
る
と
良
い
。
受
診
を
勧
め
る
た
め
の
広
報

活
動
も
必
要
。
（
松
井
構
成
員
）

○
自
殺
者
の
う
ち
で
精
神
疾
患
を
経
験
を
し
て
い
る
割
合
が
高
い
も
の
の
、
過
半
数
は
医
療
に
か
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
か
か
り
つ
け
医

を
含
め
て
、
い
か
に
地
域
医
療
が
見
る
体
制
を
作
れ
る
か
議
論
が
必
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
令
和

4年
度
診
療
報
酬
の
改
定
に
お
い
て
、
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
・
心
療
内
科
が
連
携
し
て
指
導
を
行
う
、
救
急
の
自
殺
企
図

者
の
退
院
に
向
け
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
充
実
の
方
向
性
の
検
討
が
さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
賛
成
し
て
い
る
。
か
か
り
つ
け
医
の
う
つ
病
対

応
力
向
上
研
修
等
、
か
か
り
つ
け
医
の
機
能
応
用
研
修
も
利
用
し
な
が
ら
、
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
・
心
療
内
科
と
連
携
に
重
き
を
お

い
て
、
医
師
会
と
し
て
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
地
域
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
精
神
科
医
が
ど
の
く
ら
い
関
与
し
て
い
る
か
。
精
神
科
の
協
力
に
つ
い
て
、

考
え
て
欲
し
い
。
（
松
井
構
成
員
）

○
医
者
や
医
療
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
借
金
・
失
業
等
の
困
窮
状
況
、
引
き
こ
も
り
等
の
孤
独
孤
立
状
況
を
把
握
し
た
場
合
、
生
活
困
窮
者

支
援
窓
口
等
に
つ
な
げ
る
よ
う
に
、
地
域
に
お
い
て
医
療
機
関
・
自
治
体
等
の
多
機
関
連
携
が
で
き
る
よ
う
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体

制
の
構
築
を
大
綱
に
記
載
す
べ
き
。
（
生
水
構
成
員
）
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7
社
会
全
体
の
自
殺
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る

○
社
会
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
断
ら
な
い
相
談
支
援
体
制
づ
く
り
や
孤
立
解
消
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
今

後
、
自
殺
対
策
と
ど
う
連
動
し
て
い
く
の
か
具
体
策
が
乏
し
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
自
治
体
の
担
当
部
局
も
違
う
の
で
、
具
体
策
を

示
し
て
欲
し
い
。
（
朝
比
奈
構
成
員
）

○
孤
立
を
防
ぐ
対
策
が
必
要
。
引
き
こ
も
り
を
含
め
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
対
策
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
信
頼
で
き
る

相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
、

NP
O等
の
支
援
団
体
に
つ
な
ぐ
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
重
要
。
（
山
脇
構
成
員
）

○
社
会
的
対
策
と
精
神
保
健
対
策
の
協
働
に
よ
る
脆
弱
な
集
団
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
須
で
あ
る
。
（
田
中
構
成
員
、
三
木
構
成
員
）

○
他
施
策
と
の
関
連
は
し
っ
か
り
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
孤
立
対
策
と
の
連
携
は
重
要
。
政
府
が
連
携
の
枠
組
み
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
場
で
関
係
部
署
同
士
が
連
携
し
や
す
く
な
る
の
で
、
今
回
の
大
綱
の
見
直
し
に
お
い
て
も
、
自
殺
対
策
と
他
の
関
連
施
策
と
の

連
携
の
枠
組
み
を
示
す
べ
き
。
（
根
岸
構
成
員
）

○
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
だ
っ
た
り
、
大
西
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
孤
独
・
孤
立
対
策
と
い
っ
た
関
連
施
策
と
連
動
を
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
大

綱
の
枠
組
み
で
も
き
ち
ん
と
示
す
と
い
う
こ
と
で
地
域
で
も
や
り
や
す
く
な
る
た
め
、
実
務
を
踏
ま
え
て
、
関
連
施
策
と
の
連
動
と
い
う
こ
と
は

意
識
し
て
、
今
回
の
大
綱
改
定
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
。
（
根
岸
委
員
）

○
生
活
困
窮
者
へ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
融
資
の
充
実
に
つ
い
て
、
現
大
綱
で
は
具
体
的
な
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

JS
CP
の
分
析
結

果
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
総
合
支
援
資
金
、
住
宅
確
保
給
付
金
、
緊
急
小
口
資
金
と
い
っ
た
生
活
支
援
は
自
殺
抑
制
の
効
果
が
一
定

程
度
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
し
つ
つ
、
要
件
緩
和
な
ど
必
要
な
施
策
の
充
実
に
つ
な
げ
る
観
点
で
記
載
し
て
ほ
し
い
。
（
山
脇
構
成
員
）

○
再
犯
防
止
の
取
組
を
し
て
い
て
、
自
殺
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
路
上
死
等
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の

人
た
ち
も
視
野
に
入
れ
て
い
く
べ
き
。
（
朝
比
奈
構
成
員
）

○
救
済
活
動
等
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
広
報
活
動
の
充
実
を
お
願
い
し
た
い
。
（
松
井
構
成
員
）

○
自
治
体
や
民
間
団
体
の
皆
様
の
相
談
・
支
援
機
能
の
向
上
の
た
め
、
特
に
ハ
イ
リ
ス
ク
と
思
わ
れ
る
方
へ
の
支
援
を
一
層
、
丁
寧
・
多

角
的
に
実
施
・
拡
充
す
る
た
め
、
専
従
的
な
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
（
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
健
師
等
）
」
の
配
置
を
全
国
的
、
本
格
的
に
行
う

べ
き
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
大
綱
の
中
で
よ
り
踏
み
込
ん
だ
具
体
的
な
仕
組
み
づ
く
り
を
御
提
言
い
た
だ
き
た
い
。
（
中

山
構
成
員
）

○
自
治
体
の
相
談
窓
口
と
民
間
団
体
の
皆
様
の
様
々
な
相
談
窓
口
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
そ
の
体
系
的
な
整
備
と
こ
れ
に
よ
る
必
要
な

情
報
共
有
・
連
携
の
機
会
の
本
格
的
な
充
実
を
図
る
べ
き
。
（
中
山
構
成
員
）

○
相
談
窓
口
か
ら
、
つ
な
ぎ
先
が
な
い
の
が
課
題
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
が
ま
だ
ま
だ
課
題
と
思
う
の
で
、
伊
藤
委
員
の
意
見
書
に

も
あ
っ
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
強
化
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
根
岸
構
成
員
）

○
関
係
機
関
が
連
携
す
る
に
は
人
材
と
予
算
が
必
要
。
多
分
野
に
わ
た
っ
て
の
包
括
支
援
を
し
よ
う
と
し
て
も
難
し
く
、
統
括
す
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
育
成
す
る
仕
組
み
を
国
と
し
て
長
期
ス
パ
ン
で
考
え
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

（
生
越
構
成
員
）
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7
社
会
全
体
の
自
殺
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る
（
続
）

○
相
談
体
制
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、
相
談
窓
口
だ
け
で
は
な
く
、
自
立
に
向
け
た
継
続
的
な
支
援
の
た
め
の
具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
、

BO
ND
の
取
組
み
の
紹
介
に
も
あ
っ
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
出
口
支
援
の
充
実
を
児
童
福
祉
だ
け
で
な
く
、
困
窮
支
援
等
含
め
て
、
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
対
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
朝
比
奈
構
成
員
）

○
緊
急
小
口
な
ど
の
特
例
貸
付
と
カ
ー
ド
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
と
を
合
わ
せ
て
借
り
て
い
る
人
が
多
く
、
特
例
貸
付
に
は
償
還
免
除
は
あ
る
も
の

の
、
今
後
多
重
債
務
者
が
増
え
る
懸
念
が
あ
る
の
で
、
そ
の
対
策
の
強
化
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
【
コ
ロ
ナ
】
（
生
水
構
成
員
）

○
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
経
営
者
、
特
に
中
小
の
経
営
者
は
借
金
を
抱
え
る
と
死
ぬ
し
か
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
人
が
い
る
。
生
命
保
険
は

保
険
金
目
的
の
自
殺
の
場
合
、
給
付
さ
れ
な
い
が
、
ネ
ッ
ト
の
中
で
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾
患
が
あ
れ
ば
給
付
さ
れ
る
と
書
い
た
も
の
を

見
て
、
自
殺
を
考
え
た
方
も
い
る
の
で
、
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
経
営
者
に
対
す
る
対
策
も
必
要
。
（
松
井
構
成
員
）

○
子
ど
も
た
ち
の
孤
独
感
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
社
会
環
境
に
加
え
、
ネ
ッ
ト
上
で
、
自
殺
の
手
段
が
書
か
れ
た
書
籍
が
販
売
さ
れ
て
い

た
り
、
簡
単
に
方
法
が
調
べ
ら
れ
た
り
、
自
殺
を
肯
定
す
る
よ
う
な
動
画
配
信
が
あ
っ
た
り
と
子
ど
も
た
ち
が
自
殺
リ
ス
ク
を
高
め
る
危
険
な

情
報
に
曝
露
さ
れ
て
い
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
報
道
や
映
像
作
成
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
一
方
的
な
周
知
だ
け
で
な
く
、
対
話
を
進
め
ら
れ

る
よ
う
な
取
り
組
み
も
必
要
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
著
名
人
の
自
殺
が
起
き
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
対
策
が
で
き
る
の
か
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
自
殺
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
者
の
対
応
等
、
ネ
ッ
ト
被
害
の
強
化
も
必
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
報
道
だ
け
で
な
く
、
国
、
地
方
自
治
体
の

HP
、
白
書
等
で
自
殺
の
手
段
（
首
つ
り
）
が
簡
単
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
配
慮
が
必
要
。
（
田
中
構
成
員
）

○
自
殺
報
道
に
つ
い
て
、
自
殺
の
手
段
を
知
り
た
い
、
自
分
も
死
に
た
い
と
思
っ
た
と
い
う
回
答
が
、
自
殺
未
遂
の
経
験
の
有
無
に
よ
っ
て
、

差
が
あ
る
。
報
道
は
以
前
よ
り
は
改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
対
応
し
て
い
る
連
絡
先
表
示
に
加
え
て
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
取
組
み

の
紹
介
も
も
っ
と
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
自
殺
報
道
を
受
け
て
、

20
20
年
は
有
名
人
の
報
道
に
対
し
て
、
自
分
に
引
き
寄
せ
て
、
自
分
も
死
に
た
い
と
す
る
相
談
が
多
か
っ
た
が
、

20
21
年
は
感
想
と
い
う
距
離
が
あ
る
内
容
が
多
い
印
象
。
相
談
さ
れ
る
方
は
自
殺
報
道
に
敏
感
な
傾
向
に
あ
る
と
思
う
。
（
佐
合
構
成
員
）

○
SN

S・
動
画
サ
イ
ト
な
ど
の
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
に
お
け
る
子
ど
も
や
若
者
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
理
解
を
よ
り
促
進
す

る
た
め
、
広
く
映
像
制
作
関
係
者
、

SN
S・
動
画
サ
イ
ト
運
営
者
に
世
界
保
健
機
関
に
よ
る
自
殺
予
防
の
手
引
き
の
う
ち
「
自
殺
対
策
を
推

進
す
る
た
め
に
映
画
制
作
者
と
舞
台
・
映
像
関
係
者
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
基
礎
知
識
」
を
周
知
し
、
研
修
を
積
極
的
に
実
施
し
た
り
、
ク
リ

エ
イ
タ
ー
と
の
対
話
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
自
殺
報
道
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
影
響
や
諸
外
国
の
取
組
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す

べ
き
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
ハ
イ
リ
ス
ク
で
は
な
い
が
、
リ
ス
ク
が
高
め
の
脆
弱
性
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、
社
会
的
弱
者
へ
の
支
援
を
強
化
す
べ
き
。
（
三
木

構
成
員
）
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7
社
会
全
体
の
自
殺
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る
（
続
）

○
前
回
の
大
綱
制
定
後
に
座
間
事
件
が
あ
っ
て
、

SN
S相
談
が
始
ま
っ
た
の
で
、
現
大
綱
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
自
治
体
と
の
連
携

や
今
後
の
発
展
も
含
め
て
、
大
綱
に
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
。
（
根
岸
構
成
員
）

○
個
別
事
例
の
積
み
重
ね
で
発
展
す
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
、

SN
S相
談
で
自
殺
を
防
げ
た
事
例
が
あ
っ
た
ら
共
有
し
て
欲
し
い
。
個
々
の

分
析
の
積
み
重
ね
が
重
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
自
宅
か
ら
電
話
で
相
談
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
性
、
年
齢
を
問
わ
ず
、
多
様
な
相
談
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、

メ
ー
ル
・
チ
ャ
ッ
ト
・

SN
S等
を
用
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
窓
口
を
拡
充
す
べ
き
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
高
齢
者
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
社
会
的
孤
立
や
、
精
神
面
・
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
低
下
等
も
懸
念
さ
れ
る
の
で
議
論
が
必
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
は
非
正
規
労
働
者
を
直
撃
し
た
た
め
、
雇
用
不
安
の
解
消
が
必
要
（
山
脇
構
成
員
）

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
大
綱
の
中
で
よ
り
踏
み
込
ん
だ
具
体
的
な
仕
組
み
づ
く
り
を
御
提
言
い
た
だ
き
た
い
。
（
中
山
構

成
員
）

7

８
自
殺
未
遂
者
の
再
度
の
自
殺
企
図
を
防
ぐ

○
未
遂
者
対
策
に
つ
い
て
、
医
療
と
自
治
体
等
の
支
援
窓
口
の
迅
速
・
適
切
な
連
携
を
図
る
観
点
か
ら
、
個
人
情
報
の
取
扱
に
つ
い
て
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
生
水
構
成
員
）

○
自
殺
未
遂
で
救
急
病
院
に
運
ば
れ
た
人
達
は
身
体
ケ
ア
が
終
わ
る
と
精
神
科
を
紹
介
さ
れ
ず
に
帰
さ
れ
る
。
自
殺
未
遂
者
は
精
神
科

に
相
談
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
（
松
井
構
成
員
）

○
救
急
に
運
ば
れ
た
未
遂
者
が
退
院
後
に
診
療
所
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
行
く
が
、
未
遂
し
た
事
実
が
伝
わ
る
と
診
療
拒
否
を
す
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
ま
た
、
入
院
中
で
も
自
殺
念
慮
を
口
に
す
る
と
強
制
的
に
退
院
さ
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
診
療
所
と
入
院
施
設
の
あ
る
病
院
の
連

携
を
図
る
と
と
も
に
、
家
族
も
一
緒
に
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（
田
中
構
成
員
）

○
未
遂
者
が
救
急
医
療
を
受
け
た
後
、
診
療
報
酬
の
問
題
も
あ
り
、
す
ぐ
に
退
院
さ
せ
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
つ
な
い
で
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、

過
量
服
薬
の
患
者
を
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
診
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
あ
る
程
度
、
ハ
イ
リ
ス
ク
フ
ォ
ロ
ー
と
し
て
診
療
報
酬
を
増
や
す
な
ど
の
対

応
が
必
要
。
（
三
木
構
成
員
）
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9
遺
さ
れ
た
人
へ
の
支
援
を
充
実
す
る

○
遺
族
支
援
の
記
載
が
大
綱
上
少
な
い
。
（
田
中
構
成
員
）

○
遺
族
支
援
と
い
う
観
点
で
大
綱
を
見
る
と
、
予
防
の
観
点
に
比
べ
て
記
述
が
少
な
い
。
予
防
と
遺
族
支
援
が
連
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
（
山
口
構
成
員
）

○
特
に
若
者
の
自
殺
に
つ
い
て
、
友
人
が
自
殺
し
て
遺
さ
れ
た
経
験
を
し
た
子
ど
も
達
を
ど
う
支
援
し
て
い
く
の
か
、
自
殺
予
防
の
教
育
の

在
り
方
を
広
い
視
点
で
、
文
科
省
に
考
え
て
欲
し
い
。
（
山
口
構
成
員
）

○
い
じ
め
が
起
き
る
と
学
校
に
第
三
者
構
成
員
会
が
設
置
さ
れ
る
が
、
遺
族
の
心
情
を
害
す
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
留
意
が
必

要
。
（
生
越
構
成
員
）

○
次
の
自
殺
を
止
め
る
た
め
の
二
次
予
防
の
活
動
の
流
れ
の
中
に
、

SO
S教
育
や
受
け
手
の
教
育
が
必
要
だ
と
い
う
視
点
が
必
要
。
（
向

笠
構
成
員
）

○
学
校
で
生
徒
が
自
殺
し
た
と
き
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
学
校
で
は
隠
さ
ず
に
、
自
殺
に
つ
い
て
伝
え
た
上
で
、
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
を
し
て
い
く
。

隠
し
て
も
子
ど
も
達
は
自
殺
し
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
の
で
、
日
本
も
自
殺
し
た
こ
と
を
伝
え
つ
つ
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
く
べ
き
。
（
田
中
構

成
員
）

○
学
校
に
お
い
て
、
遺
族
の
反
対
が
な
け
れ
ば
、
い
じ
め
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
第
三
者
調
査
委
員
会
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
が
、

子
ど
も
の
死
亡
事
案
全
体
の
１
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
委
員
会
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
遺
族
に
説
明
に
行
く
の
は
葬
儀
後
に
す
れ
ば
も
う

少
し
設
置
が
さ
れ
る
の
で
は
と
思
う
。
（
田
中
構
成
員
）

〇
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
補
助
事
業
、
交
付
金
や
公
金
を
使
っ
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
際
の
主
催
者
向
け
の
注
意
事
項
や
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
今
後
作
成
す
る
べ
き
。
（
根
岸
構
成
員
）

○
事
故
物
件
を
掲
載
し
て
い
る
サ
イ
ト
に
つ
い
て
、
基
本
は
賃
貸
借
物
件
が
対
象
だ
が
、
個
人
所
有
住
宅
の
事
件
も
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
購

入
後
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
、
名
誉
の
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
た
め
、
対
応
に
つ
い
て
議
論
が
必
要
。
（
生
越
構

成
員
）

○
鉄
道
の
問
題
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
ト
設
置
に
つ
い
て
は
取
組
を
評
価
す
る
が
、
警
察
側
が
、
例
え
ば
御
遺
族
に
対
し
て
法
的
支
援
に
関
す

る
情
報
を
お
伝
え
す
る
こ
と
で
遺
族
支
援
が
で
き
な
い
か
。
ま
た
、
鉄
道
会
社
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
曖
昧
な
部
分
が
多
く
、
人
件

費
を
請
求
で
き
る
か
等
は
整
理
さ
れ
て
い
な
い
実
態
が
あ
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
整
備
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
（
生
越
構

成
員
）

○
自
殺
対
策
基
本
法
の
第
９
条
の
遵
守
を
徹
底
す
べ
き
。
研
究
つ
い
で
の
遺
族
支
援
は
や
め
て
欲
し
い
。
希
望
し
な
い
人
も
い
る
。
し
っ
か

り
と
情
報
を
聞
く
前
に
承
諾
を
得
て
、
承
諾
を
得
ら
れ
た
方
の
み
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、
情
報
提
供
の
範
囲
を
絞

る
べ
き
。
（
田
中
構
成
員
）

8
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9
遺
さ
れ
た
人
へ
の
支
援
を
充
実
す
る
（
続
）

○
警
察
の
強
引
な
事
情
聴
取
、
自
殺
し
た
ご
遺
体
の
検
案
料
の
高
さ
、
事
故
物
件
の
損
害
賠
償
請
求
な
ど
、
数
多
く
の
問
題
が
あ
る
た
め
、

省
庁
横
断
的
な
対
策
が
必
要
。
（
田
中
構
成
員
）

○
身
近
な
方
が
自
殺
で
亡
く
な
っ
た
当
時
利
用
し
た
か
っ
た
支
援
内
容
に
つ
い
て
、
「
必
要
と
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
方
が
多
か
っ
た
が
、

そ
の
人
へ
の
支
援
が
必
要
だ
っ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
欲
し
い
。
実
感
と
し
て
は
法
律
相
談
へ
の
支
援
は
も
う

少
し
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
遺
族
に
よ
り
早
く
情
報
が
届
く
仕
組
み
を
考
え
て
ほ
し
い
。
（
山
口
構
成
員
）

○
子
ど
も
に
対
し
て
は
自
殺
を
予
防
す
る
観
点
で
の
議
論
が
多
い
が
、
遺
さ
れ
た
子
ど
も
に
対
す
る
支
援
を
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
精
神
的
な
支
援
だ
け
で
な
く
、
制
度
的
な
支
援
も
検
討
し
て
欲
し
い
。
（
山
口
構
成
員
）

10
民
間
団
体
と
の
連
携
を
強
化
す
る

○
多
機
関
協
働
の
支
援
を
実
現
す
る
た
め
に
も
自
治
体
と
民
間
の
相
談
窓
口
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。
全
国
的

に
日
頃
か
ら
情
報
交
換
が
で
き
る
と
い
い
。
（
中
山
構
成
員
）

9

11
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
を
更
に
推
進
す
る

○
若
者
の
自
殺
増
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
が
一
部
の
人
を
追
い
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に

10
代
後
半
の
子
ど
も
で
家

庭
基
盤
が
脆
弱
な
者
に
対
す
る
政
策
が
脆
弱
。
現
在
も
居
場
所
づ
く
り
支
援
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
が
、
児
童
福
祉
と
し
て
具
体
性
を
も
っ

た
取
組
の
強
化
が
必
要
。
（
朝
比
奈
構
成
員
）

○
福
岡
県
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
や
っ
て
い
て
、
緊
急
支
援
で
学
校
に
入
る
こ
と
が
あ
る
が
、
今
の
高
校
・
中
学
の
２
年
生
は
進
学
し
て

か
ら
２
年
間
コ
ロ
ナ
禍
で
、
学
校
行
事
や
部
活
な
ど
が
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
ク
ラ
ス
で
何
か
を
す
る
と
い
う
経
験
が
な
い
た
め
、
横
の
つ
な

が
り
が
な
い
。
感
情
の
出
し
方
が
薄
く
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
印
象
。
こ
う
い
っ
た
生
徒
達
の
心
の
ケ
ア
は
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
向
笠

構
成
員
）

○
DV
が
増
加
し
て
い
る
一
方
、
児
童
虐
待
が
減
少
し
て
い
る
デ
ー
タ
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
訴
え
が
届
き
に
く
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
と
思
わ
れ
る
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
前
回
有
識
者
会
議
に
て
、
文
科
省
よ
り
自
殺
予
防
教
育
の
周
知
は
行
っ
て
い
る
と
い
う
回
答
を
も
ら
っ
た
が
、
先
生
へ
の
周
知
だ
け
で
な

く
、
生
徒
へ
の
周
知
の
仕
方
ま
で
も
含
め
た
具
体
策
を
も
っ
て
行
っ
て
欲
し
い
。
（
向
笠
構
成
員
）

○
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
、
年
に
１
回
で
も

SO
S教
育
を
入
れ
れ
ば
、
定
着
す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
先
の
対
応

を
お
願
い
し
た
い
。
（
向
笠
構
成
員
）
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11
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
を
更
に
推
進
す
る
（
続
）

○
子
ど
も
の
命
を
守
る
の
は
社
会
の
責
務
で
あ
る
の
で
、
色
ん
な
手
段
を
使
っ
て
子
ど
も
達
が

SO
Sを
出
し
や
す
い
、
支
援
に
ア
ク
セ
ス
し

や
す
い
環
境
を
考
え
て
頂
き
た
い
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
小
さ
い
子
達
は

SO
Sを
出
し
て
い
る
が
、
受
け
止
め
る
側
が
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
そ
の
教
育
が
重
要
と
考
え
る
。
（
三
木
構
成

員
）

○
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
は
進
ん
で
い
る
が
、
い
じ
め
や
担
任
の
無
理
解
は
ま
だ
ま
だ
問
題
と
し
て
あ
る
た
め
、
子
ど
も
の
自
殺

は
減
っ
て
い
な
い
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室
に
行
く
こ
と
が
い
じ
め
の
原
因
に
も
な
り
得
る
か
ら
利
用
で
き
な
い
実
態
も
あ
る
の
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
れ
る
仕
組
み
が
必
要
。
学
校
外
の
相
談
場
所
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
精
神
科
的
な
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
も
必
要

か
も
し
れ
な
い
。
（
松
井
構
成
員
）

○
「
子
ど
も
の
自
殺
危
機
対
応
チ
ー
ム
」
の
取
組
も
進
め
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。
自
殺
対
策
に
つ
い
て
は
学
校
だ
け
で
は
対
応
が
難
し
い
。

学
校
だ
け
で
は
な
く
、
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
効
果
的
。
協
力
を
得
な
が
ら
実
施
す
る
視
点
も
必
要
。
（
松
本
構
成
員
）

○
学
校
に
お
け
る
自
殺
対
策
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
、
特
に
ハ
イ
リ
ス
ク
な
児
童
生
徒
に
出
会
い
や
す
い
養
護
教
諭
・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
専
門
職
へ
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
の
受
講
を
推
進
す
べ
き
。
ま
た
学
校
・
教
育
関
係
者

へ
の
後
方
支
援
を
行
う
取
り
組
み
を
強
化
す
べ
き
。
（
伊
藤
構
成
員
）

○
自
殺
者
数
と
「
学
校
行
き
た
く
な
い
」
検
索
数
と
の
相
関
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
学
校
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
い
じ

め
対
策
も
含
め
た
踏
み
込
ん
だ
対
策
が
必
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
長
期
的
な
視
点
に
つ
い
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
児
童
精
神
科
医
と
と
も
に
、
リ
ス
カ
し
た
生
徒
の
支
援
を
卒
業
後
も
継
続
的
に

支
援
で
き
た
と
き
は
自
殺
予
防
が
で
き
た
事
例
が
多
々
あ
る
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
高
校
ま
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、

成
人
後
も
長
期
的
に
見
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
方
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
（
向
笠
構
成
員
）

○
大
学
生
の
自
殺
も
多
い
。
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
の
設
置
は
国
立
は
義
務
だ
が
、
私
立
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が

3割
あ
る
の
で
、
こ

の
格
差
は
問
題
。
（
三
木
構
成
員
）

○
自
殺
未
遂
の
経
験
が
あ
る
方
に
つ
い
て
、
若
者
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
リ
ス
ク
者
へ
の
対
応
が
重
要
。
（
江
澤
構
成
員
）

○
子
ど
も
の
１
割
強
が
死
ん
で
も
生
き
返
る
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
紹
介
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
が
、
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
の
影
響
が
大
き
い

と
思
う
。
国
が
主
導
し
て
自
殺
予
防
を
テ
ー
マ
に
死
ん
だ
生
き
物
は
生
き
返
ら
な
い
と
い
う
ア
ニ
メ
を
作
成
し
、
啓
発
し
て
は
ど
う
か
。
（
松
井

構
成
員
）

○
SN

S、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
自
殺
対
策
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
た
対
策
の
記
載
を
充
実
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
明
石
構
成
員
）

10
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12
勤
務
問
題
に
よ
る
自
殺
対
策
を
更
に
推
進
す
る

○
働
き
方
改
革
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
な
働
き
方
が
増
え
て
き
て
い

る
現
在
も
、
法
令
遵
守
の
基
本
が
大
事
。
（
明
石
構
成
員
）

○
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
は
重
要
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
コ
ロ
ナ
禍
で
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
が

急
速
に
進
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
資
す
る
側
面
が
あ
る
一
方
、
長
時
間
労
働
、
不
適
切
な
労
働
時
間
管
理
に

つ
な
が
り
や
す
く
、
ま
た
、
孤
独
感
・
疎
外
感
を
感
じ
や
す
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
の
で
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
適
切
な
導
入
あ
る
い
は
運

用
に
つ
い
て
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
（
山
脇
構
成
員
）

○
職
場
に
つ
い
て
、
今
後
、
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
・
ト
リ
プ
ル
ワ
ー
ク
が
増
え
る
た
め
、
ま
た
、
過
労
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
も
複
数
職
場
で
合
わ
せ

て
考
え
る
よ
う
に
と
法
改
正
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
も
明
記
す
べ
き
。
（
生
越
構
成
員
）
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◎
現
大
綱
の
柱
以
外
で
の
ご
指
摘

＜
恒
常
的
な
取
組
み
＞

○
女
性
対
策
の
強
化
が
必
要
。
非
正
規
労
働
者
は
女
性
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で

DV
も
増
加
し
て
お
り
、

NP
Oと
の
連
携
も
含

め
た
相
談
窓
口
の
充
実
が
必
要
。
（
山
脇
構
成
員
）

○
女
性
の
自
殺
増
の
原
因
で
表
面
上
は
健
康
問
題
が
多
く
、
背
景
に
は
色
々
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
、
ど
の
問
題
で
も
「
絶
望
感
」
が
自

殺
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
保
健
所
で
経
済
的
な
問
題
と
同
時
に
精
神
的
な
フ
ォ
ロ
ー
を
す
る
な
ど
更

な
る
支
援
が
必
要
。
（
松
井
構
成
員
）

○
妊
娠
初
期
の
対
応
に
つ
い
て
、
と
り
あ
げ
て
欲
し
い
。
予
期
せ
ぬ
妊
娠
を
し
た
方
が
一
人
で
悩
ん
で
い
る
。
産
む
と
い
う
選
択
を
す
れ
ば
、

母
子
保
健
に
つ
な
が
る
が
、
そ
の
手
前
で
は
ど
う
い
う
支
援
・
選
択
が
あ
る
か
の
情
報
が
届
い
て
い
な
い
。
（
朝
比
奈
構
成
員
）

○
大
阪
の
放
火
事
件
の
よ
う
な
拡
大
自
殺
が
増
え
て
き
て
い
る
と
感
じ
る
。
何
故
起
こ
る
の
か
分
析
も
必
要
だ
が
、
起
こ
っ
た
と
き
の
対
応
策

も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
三
木
構
成
員
）

○
検
討
の
視
点
に
女
性
や
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
自
殺
の
状
況
は
誰
に
も
分
か
ら
ず
、
過
去
の
災
害
（
中
越

地
震
や
東
日
本
大
震
災
）
後
に
は
一
定
期
間
後
に
男
性
の
自
殺
が
増
え
た
こ
と
も
あ
る
。
今
回
女
性
の
自
殺
が
大
き
な
問
題
な
の
で
対
策

を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
大
綱
に
記
載
し
て
い
る
う
ち
に
男
性
の
自
殺
が
増
加
と
い
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
単
に
女
性
の
対

策
と
書
く
の
で
は
な
く
、
女
性
の
中
で
弱
い
立
場
の
人
、
非
正
規
や
ひ
と
り
親
な
ど
、
具
体
的
な
記
載
を
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
（
伊
藤
構
成
員
）

＜
コ
ロ
ナ
禍
に
特
化
し
た
取
組
み
＞

○
周
産
期
に
関
し
て
、
若
い
女
性
に
対
し
て
の
支
援
が
ま
だ
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
な
り
電
話
相
談
な

り
が
で
き
る
と
良
い
。
（
三
木
構
成
員
）

○
コ
ロ
ナ
の
後
遺
症
に
苦
し
む
方
は
脱
力
感
等
を
感
じ
て
は
た
ら
け
な
い
人
も
い
る
、
自
殺
の
ハ
イ
リ
ス
ク
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
対
応
が
必

要
。
（
三
木
構
成
員
）

○
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
は
非
正
規
労
働
者
を
直
撃
し
た
た
め
、
雇
用
不
安
の
解
消
が
必
要
（
山
脇
構
成
員
）

○
コ
ロ
ナ
陽
性
者
と
自
殺
者
数
の
逆
相
関
に
つ
い
て
、
個
人
的
に
は
陽
性
者
が
増
大
す
る
時
期
は
人
流
の
抑
制
を
強
化
す
る
時
期
で
も
あ

る
た
め
、
自
殺
者
数
と
の
関
連
性
が
あ
る
の
か
、
コ
ロ
ナ
対
策
（
人
流
抑
制
等
）
の
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
。
関
係
が
あ
る
の
で
あ

れ
ば
、
コ
ロ
ナ
対
策
へ
の
提
言
も
必
要
。
（
中
山
構
成
員
）

○
福
岡
県
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
や
っ
て
い
て
、
緊
急
支
援
で
学
校
に
入
る
こ
と
が
あ
る
が
、
今
の
高
校
・
中
学
の
２
年
生
は
進
学
し
て

か
ら
２
年
間
コ
ロ
ナ
禍
で
、
学
校
行
事
や
部
活
な
ど
が
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
ク
ラ
ス
で
何
か
を
す
る
と
い
う
経
験
が
な
い
た
め
、
横
の
つ
な
が

り
が
な
い
。
感
情
の
出
し
方
が
薄
く
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
印
象
。
こ
う
い
っ
た
生
徒
達
の
心
の
ケ
ア
は
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
向
笠
構

成
員
）

○
緊
急
小
口
な
ど
の
特
例
貸
付
と
カ
ー
ド
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
と
を
合
わ
せ
て
借
り
て
い
る
人
が
多
く
、
特
例
貸
付
に
は
償
還
免
除
は
あ
る
も
の
の
、

今
後
多
重
債
務
者
が
増
え
る
懸
念
が
あ
る
の
で
、
そ
の
対
策
の
強
化
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
【
コ
ロ
ナ
】
（
生
水
構
成
員
）
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◎
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
ご
指
摘
（
１
）

3
自
殺
総
合
対
策
の
推
進
に
資
す
る
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る

○
相
談
の
ツ
ー
ル
含
め
、
当
事
者
目
線
と
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
の
施
策
が
な
ぜ
効
か
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
子
ど

も
や
若
者
の
自
殺
が
増
え
て
き
て
し
ま
っ
た
の
か
、
検
証
を
ま
ず
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（

NP
O法
人
あ
な
た
の
い
ば
し
ょ
大
空
氏
）

○
実
施
施
策
が
利
用
者
に
届
く
の
か
、
施
策
の
名
称
・
内
容
そ
れ
自
体
が
ス
テ
ィ
グ
マ
を
強
化
し
て
い
な
い
か
検
証
し
た
上
で
新
た
な
施
策

が
出
て
く
る
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
ぜ
ひ
議
論
を
す
べ
き
。
（

NP
O法
人
あ
な
た
の
い
ば
し
ょ
大
空
氏
）

４
自
殺
対
策
に
係
る
人
材
の
確
保
、
要
請
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る

○
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
が
相
談
者
を
抱
え
込
ま
な
く
て
い
い
よ
う
に
、
支
援
者
間
の
支
援
や
継
続
的
な
フ
ォ
ロ
ー
が
で
き
る
寄
り
添
い
支
援
を
ど

う
構
築
し
て
い
く
か
、
具
体
的
な
仕
組
み
を
次
回
の
大
綱
に
は
盛
り
込
む
べ
き
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
地
域
内
の
様
々
な
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
か
ら
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
情
報
を
得
て
、
個
々
の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
状
態
に
応
じ
た
支
援
（
寄
り
添
い
型
支
援
、
必
要
な
窓
口
へ
の
同
行

支
援
、
ア
ド
バ
イ
ス
型
支
援
）
と
地
域
内
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
自

死
問
題
対
策
部
会
副
部
会
長
濱
田
氏
）

○
精
神
保
健
福
祉
士
や
臨
床
心
理
士
等
の
同
席
に
よ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
が
必
要
。
（
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会

自
死
問
題
対
策
部
会
副
部
会
長
濱
田
氏
）

7
社
会
全
体
の
自
殺
リ
ス
ク
を
低
下
さ
せ
る

○
孤
独
・
孤
立
対
策
や
地
域
福
祉
の
分
野
な
ど
、
関
係
す
る
分
野
を
横
断
的
に
リ
ン
ク
し
、
計
画
・
予
算
づ
く
り
、
モ
デ
ル
事
業
の
取
組
み
を

行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（

NP
O法
人
自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
も
や
い
大
西
氏
）

○
事
件
が
起
き
る
前
や
被
害
に
遭
う
前
の
支
援
が
重
要
。
警
察
が
行
う
サ
イ
バ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
は
抑
止
効
果
が
あ
り
、
全
国
的
に
広
が
る
べ

き
。
ま
た
、
ア
カ
ウ
ン
ト
削
除
等
に
関
わ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
現
状
に
見
合
っ
た
も
の
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（

NP
O法
人

BO
ND
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
多
田
氏
）

8
自
殺
未
遂
者
の
再
度
の
自
殺
企
図
を
防
ぐ

○
退
院
後
の
支
援
等
を
含
め
、
生
き
る
力
を
取
り
戻
す
と
い
う
観
点
で
、
医
療
と
違
っ
た
側
面
で
支
援
す
る
た
め
に
、
医
療
機
関
と
さ
ら
に
連

携
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
（

NP
O法
人

BO
ND
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
多
田
氏
）
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◎
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
ご
指
摘
（
２
）

10
民
間
団
体
と
の
連
携
を
強
化
す
る

○
希
死
念
慮
を
抱
え
た
方
が
ど
の
支
援
機
関
に
相
談
す
る
か
分
か
ら
な
い
た
め
、
ど
の
支
援
機
関
に
相
談
が
来
て
も
対
応
で
き
る
よ
う
な

体
制
、
仕
組
み
づ
く
り
を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
現
場
レ
ベ
ル
で
顔
が
見
え
る
関
係
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
取
組
み
に

予
算
や
枠
組
み
が
つ
い
て
対
応
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重
要
。
（

NP
O法
人
自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
も
や
い
大
西
氏
）

○
適
切
に
つ
な
ぐ
・
伴
走
す
る
観
点
か
ら
、
つ
な
ぎ
支
援
に
特
化
し
た
チ
ー
ム
を
つ
く
り
、
つ
な
が
っ
た
人
を
地
域
で
責
任
を
も
っ
て
支
え
る
仕

組
み
を
作
る
必
要
。
ま
た
、
こ
う
し
た
各
支
援
窓
口
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
に
予
算
が
投
下
さ
れ
る
と
支
援
機
関
と
し
て
も
安
心

で
き
る
。
（

NP
O法
人
自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
も
や
い
大
西
氏
）

11
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
を
更
に
推
進
す
る

○
未
来
を
生
き
抜
く
教
育
と
し
て
、

SO
Sの
出
し
方
に
関
す
る
自
殺
予
防
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
れ
か
ら
進
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
全
て
の
児
童

生
徒
を
対
象
に
自
殺
予
防
教
育
を
展
開
す
る
の
と
同
時
に
、
リ
ス
ク
の
高
ま
っ
た
子
供
た
ち
に
、
家
庭
に
次
い
で
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
る
教

職
員
が
ど
う
気
づ
き
、
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
自
殺
予
防
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
大
人
が

SO
Sを
受
け
止
め
る
力
を
向
上
さ
せ
る

必
要
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
組
織
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
も
極
め
て
重
要
。
（
関
西
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
教

授
新
井
氏
）

○
特
に
小
学
校
、
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
場
合
に
は
家
庭
の
問
題
が
大
き
い
の
で
、
保
護
者
対
象
の
普
及
啓
発
を
、
学
校
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、
保
健
所
や
精
神
保
健
セ
ン
タ
ー
等
が
学
校
と
協
力
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
（
関
西
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
教

授
新
井
氏
）

○
学
校
の
中
に
、
相
談
し
や
す
い
体
制
と
雰
囲
気
を
つ
く
る
た
め
に
、
心
理
的
安
全
性
を
組
織
の
中
で
作
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
。
（
関
西
外

国
語
大
学
外
国
語
学
部
教
授
新
井
氏
）

○
学
校
の
教
職
員
も
、
関
係
機
関
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
あ
っ
て
、
何
が
で
き
て
、
何
が
で
き
な
い
の
か
、
お
互
い
に
お
互
い
の
専
門
性
を
尊
重

し
な
が
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
。
社
会
に
開
か
れ
た
チ
ー
ム
と
し
て
の
学
校
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
関
係
機
関

と
の
連
携
体
制
を
整
え
る
べ
く
、
連
携
の
要
と
な
る
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
教
員
を
配
置
す
る
な
ど
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
も
必

要
。
（
関
西
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
教
授
新
井
氏
）
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◎
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
ご
指
摘
（
３
）

12
勤
務
問
題
に
よ
る
自
殺
対
策
を
更
に
推
進
す
る

○
副
業
・
兼
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
心
身
の
健
康
上
脆
弱
な
方
も
多
い
傾
向
が
あ
る
中
で
、
産
業
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
届
き
に
く
い
環
境

に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
手
厚
い
産
業
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
が
必
要
。
（
産
業
医
科
大
学
産
業
生
態
科
学
研
究
所
教
授
江
口
氏
）

○
小
規
模
事
業
場
で
の
健
康
管
理
に
関
す
る
リ
ソ
ー
ス
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
地
域
保
健
と
連
携
し
て
経
営
者
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
。
（
産
業
医
科
大
学
産
業
生
態
科
学
研
究
所
教
授
江
口
氏
）

○
パ
ワ
ハ
ラ
を
含
め
、
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
組
織
の
問
題
で
あ
り
、
経
営
者
も
労
働
者
も
当
事
者
意
識
を

持
っ
て
安
全
安
心
な
職
場
環
境
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
。
そ
う
し
た
中
で
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
タ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
産
業
医
科
大
学
産
業
生
態
科
学
研
究
所
教
授
江
口
氏
）

◎
現
大
綱
の
柱
以
外
で
の
ご
指
摘

○
妊
婦
に
つ
い
て
は
、
産
む
選
択
を
し
た
場
合
は
多
く
の
支
援
が
あ
る
の
に
対
し
、
中
絶
す
る
と
な
っ
た
場
合
の
フ
ォ
ロ
ー
や
悩
ん
で
い
る
期

間
の
フ
ォ
ロ
ー
に
つ
い
て
の
支
援
体
制
は
乏
し
く
、
当
該
支
援
体
制
の
強
化
が
必
要
。
（

NP
O法
人

BO
ND
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
多
田
氏
）

○
妊
産
婦
の
自
殺
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
（
日
本
産
婦
人
科
医
会
母
子
保
健
担
当
常

務
理
事
相
良
氏
）

○
妊
産
婦
の
自
殺
は
妊
娠
初
期
と
産
後
の
２
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
背
景
要
因
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
予
期
し
な
い
妊
娠
と
周
産

期
う
つ
病
が
重
要
と
考
え
ら
れ
こ
と
や
、
周
産
期
う
つ
病
に
つ
い
て
は
そ
の
半
数
は
妊
娠
中
に
発
症
し
て
い
る
と
い
う
報
告
を
踏
ま
え
、
妊

娠
中
か
ら
注
意
深
い
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
ケ
ア
が
必
要
に
な
る
。
予
期
し
な
い
妊
娠
に
対
す
る
妊
娠

SO
S機
能
の
検
証
と
強
化
、
妊
娠
期
か

ら
産
褥
期
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
で
妊
産
婦
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
注
意
を
払
っ
て
い
く
、
特
に
精
神
疾
患
の
既
往
と
育
児
不
安
に
対
す
る
対
応

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
。
（
日
本
産
婦
人
科
医
会
母
子
保
健
担
当
常
務
理
事
相
良
氏
）

○
妊
産
婦
の
自
殺
予
防
の
た
め
に
は
多
職
種
が
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
多
職
種
連
携
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
、
及
び
産
後
ケ
ア
事
業
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
充
実
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

（
日
本
産
婦
人
科
医
会
母
子
保
健
担
当
常
務
理
事
相
良
氏
）

○
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
下
に
お
け
る
孤
独
・
孤
立
の
問
題
が
リ
ア
ル
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
観
点
・
配
慮
も
必
要
。
（
産
業
医
科
大
学

産
業
生
態
科
学
研
究
所
教
授
江
口
氏
）
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見直しに向けた検討の視点 

 

※自殺の動向や課題について、有識者会議でのご意見を踏まえて事務局におい

て整理したもの。 

 

○令和２年に増加した女性の自殺について、どのような取組が必要

か。 

 

○増加傾向にある児童・生徒の自殺について、どのような取組が必要

か。 

 

○自殺防止に関する相談体制の拡充を進めているが、質や量の観点

から大幅な拡充は難しい課題があるが、どのような対策が考えら

れるか。 

 

○電話や SNS による相談窓口を設けてきたが、その情報を必要とす

る方に届けるために、どのような取組が必要か。 

 

○自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策について、どのよ

うな取組が必要か 

 

○遺された方々への支援について、どのような取組が必要か。 

 

○インターネット上の自殺関連情報対策、自殺報道への対応につい

て、どのような取組が必要か。 

 

○その他、検討することが必要な点はあるか。 

参考資料２ 
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